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令和５年第２回足寄町議会定例会議事録（第３号）
令和５年６月２０日（火曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 早瀬川 恵 君 ２番 井 脇 昌 美 君

３番 榊 原 深 雪 君 ４番 矢 野 利惠子 君

５番 田 利 正 文 君 ６番 髙 橋 健 一 君

７番 木 村 明 雄 君 ８番 細 川 勉 君

９番 川 上 修 一 君 １０番 進 藤 晴 子 君

１１番 多治見 亮 一 君 １２番 二 川 靖 君

１３番 髙 橋 秀 樹 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

足寄町教育委員会教育長 東海林 弘 哉 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 丸 山 晃 徳 君

総 務 課 長 松 野 孝 君

福 祉 課 長 保 多 紀 江 君

住 民 課 長 金 澤 眞 澄 君

経 済 課 長 加 藤 勝 廣 君

建 設 課 長 （事務取扱）丸山晃徳君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 （兼）金澤眞澄君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

建 設 課 建 設 室 長 岩 渕 堅 志 君

◎教育委員会委員長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 丸 山 一 人 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 山 田 弘 幸 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 横 田 晋 一 君

事 務 局 次 長 野 田 誠 君
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◎議事日程

日程第 １ 一般質問＜Ｐ３～Ｐ３６＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開議宣告

○議長（髙橋秀樹君） おはようございま

す。

全員の出席であります。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 進藤晴子君。

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 昨

日開催されました、第２回定例会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告いたします。

本日は、一般質問を行います。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 一般質問

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 昨日に引

き続き一般質問を行います。

順番に発言を許します。

７番木村明雄君。

（７番木村明雄君 登壇）

○７番（木村明雄君） 議長のお許しを頂き

ましたので、町長の行政執行方針について質

問をいたします。

今年の統一地方選挙において、渡辺町長は

２期目の当選になり、町政を担うわけです

が、この三、四年の間に全世界の情勢が大き

く変わりました。それは円安ドル高、新型コ

ロナウイルス感染症、ロシア・ウクライナ戦

争、それらに伴い、地方を取り巻く諸情勢は

非常に厳しい状況下に置かれました。

このたびの定例会、渡辺町長の開会挨拶

後、令和５年度行政執行方針がありました。

これについて、幾つか質問をさせていただき

ます。

１、ふるさと足寄応援寄附推進事業につい

て、令和４年度チーズ製造販売中止等もあ

り、収入前年度比３４％減とありますが、我

が町の人気商品なだけに期待をするところで

あります。これについて、今後の見通しはど

うなのか、お伺いをいたします。

２、新エネルギー利用の推進について、具

体的にどのような取組をされるのか伺いま

す。

３、町営温泉浴場について、現在、客の入

り込み状況はどうか。お風呂のないむすび

れっじを利用していた方々の問題は解消され

たものと考えますが、入浴者数等、現状につ

いてお伺いをいたします。

４、ごみ処理について、ごみ減量化に伴っ

てのごみ処理機の購入に対する助成とありま

すが、これまでの処理機の普及状況について

お伺いをいたします。

５、農業振興策について、現在、肥料や飼

料、農業生産資材が高騰し、農家経済がこれ

までにない状況に直面していると言われま

す。また、酪農家は、生乳生産抑制、子牛価

格の暴落等、３年前と比較してどのように推

移しているのか、お伺いをいたします。

６、農業の担い手確保について、昨年まで

の２２年間で新規就農者が２３組とあり、関

係者も大変苦労もあったものと考えます。現

在３組が就農を目指して準備をしているそう

ですが、今後の見通しとして、新規就農志向

者は何名ほどおられるのか、お伺いをいたし

ます。

７、商工観光振興対策について、観光につ

いては、自然に恵まれたオンネトーがありま

すが、足寄にも小さな目玉商品は数多くあり

ます。しかしながら、足寄に行けば、私の好

きなあれがあるというような大きな目玉商品

が欲しいところであります。観光物産プロ

モーション事業に大きく期待するところであ

ります。また、コロナ禍で３年間も客足が離

れ、街は沈んでいたわけですが、現在の足寄

町への観光客の入り込み数はどのような状況

か、お伺いをいたします。
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８、土木建設工事について、足寄白糠線の

路面性状調査及び修繕調査設計について、過

去どのように推移しているのか。また、今後

の見通しについてお伺いをいたします。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 木村議員の「町長の

行政執行方針について」の一般質問にお答え

します。

１点目の「ふるさと足寄応援寄附推進事業

について」の御質問でございますが、令和４

年度の寄附額は５,５９４万円で、件数は２,

３６３件にとどまりました。また、前年度の

寄附額は８,５１９万４,０００円、件数は

３,９０６件で、前年比、寄附額約２,９００

万円、件数１,５４３件の減となりました。

大幅に減少したのは、行政執行方針で述べ

ましたとおり、返礼品人気ランキング上位を

占めるチーズを製造していた足寄町農業協同

組合が昨年末に操業を停止し、事業を継承し

た合同会社あしょろチーズエ房による製造販

売の再開までに時間を要したことが大きな要

因と考えています。

現在、あしょろチーズエ房では、チーズ詰

め合わせ５点セットなど６品目を登録してお

り、チーズを楽しみにしていた方々も多く、

徐々にではありますが、寄附額も増えている

状況です。

今後は、あしょろチーズエ房のチーズはも

とより、その他返礼品のＰＲ活動にも力を入

れ、昨年度よりも少しでも寄附額が増えるよ

う努力してまいります。

２点目の「新エネルギー利用の推進につい

ての具体的な取組」についての御質問です

が、昨年１０月に足寄町再生可能エネルギー

導入計画を策定しましたが、現状では特に具

体的な取組には至っていない状況です。

今後、公共施設等における温室効果ガス排

出量の削減などについて定める「足寄町地球

温暖化対策実行計画(事務事業編)」と、一般

事業者や一般家庭を含めた足寄町全体の総合

的な計画である「足寄町地球温暖化対策実行

計画(区域施策編)」を策定する中で、具体的

な取組について検討する予定です。

３点目の「町営温泉浴場の入浴者数等の現

状」についての御質問ですが、４月に浴場を

オープンし５月末時点での利用者数は、町内

の方が５,５５７人、町外からの利用者が７

１９人、累計で６,２７６人となっており、

この２か月間は町が当初想定していた利用者

数の約１.５倍となっています。

また、利用者からの苦情や要望への対応状

況等につきましては、町と情報共有した上

で、指定管理者がしっかりと対応しており、

今のところ大きな問題もなく、順調な滑り出

しと受け止めています。

引き続き、町民のくつろぎの場、憩いの

場として利用していただけるよう指定管理

者とともに施設の運営を進めてまいります。

４点目の「ごみ処理機の普及状況」につい

ての御質問ですが、堆肥化容器につきまして

は、１個当たりの購入額５,０００円以上の

ものに対し３,０００円を、電動処理機につ

いては１台当たりの購入額に２分の１を乗じ

て得た額を３万円を上限として助成しており

ます。

交付実績でございますが、堆肥化容器は平

成３年度に助成を開始し、令和４年度までに

８０５件で２４１万５,０００円、電動処理

機は平成１６年度から助成を開始し、令和４

年度までに１０５件で２１１万円の助成を

行っております。なお、電動処理機につきま

しては、令和４年度に２万円から３万円に助

成上限額を増額しています。

今後も、ごみの減量化と再資源化を進めて

いくために、資源リサイクル活動の普及を図

り、足寄町から排出されるごみの減量化に努

めてまいります。

５点目の「農業生産資材の高騰、生乳生産

抑制、子牛価格の暴落等、３年前と比較して

どのように推移しているのか」についてです

が、農林水産省から公表されている令和５年

１月の農業物価指数によると、令和２年を１

００とした場合、飼料は１４９.０％、肥料

は１５４.７％となっており、農業生産資材
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全般で１２２.０％と依然として高水準と

なっております。

生乳生産につきましては、令和２年度足寄

町の生乳生産目標数量４万４,５４８トンに

対し、令和５年度の目標数量は生産抑制も

あって４万３,４１７トンとなり、令和２年

度と比較して１,１３１トン、２.５％の減と

なっております。

子牛価格につきましては、初生ホルで令和

２年５月市場が約１１万２,０００円、令和

５年５月市場が約５万９,０００円で４７.３

％の減、初生Ｆ１雄で令和２年５月市場が約

１７万４,０００円、令和５年５月市場が約

５万９,０００円で６６.１％の減、初生Ｆ１

雌で令和２年５月市場が約１２万２,０００

円、令和５年５月市場が約４万８,０００円

で６０.７％の減と、価格は依然として低迷

している状況にあります。

６点目の「新規就農志向者の数」について

の御質問ですが、今月、新たに１組の方が新

規就農志向者として認定されましたので、現

在、新規就農志向者は４組となっておりま

す。

また、このほかに４組の方が新規就農志向

者を目指して町内牧場で研修をされておりま

すので、今後においても継続して国の支援策

等も活用しながら進めてまいります。

７点目の「足寄町への観光客入り込み数」

につきましては、コロナ禍前の令和元年度に

ついては朝ドラの「なつぞら」効果もあり、

足寄町の観光客入り込み数は５２万９,８０

０人となっておりましたが、新型コロナの影

響で、令和２年度には３５万４,７００人と

大きく落ち込みました。令和４年度はコロナ

禍前の８割程度まで回復し、４３万２,１０

０人となりました。

今年度は５月の連休明けにコロナが５類に

移行したことから、さらなる観光客入り込み

数の増加を期待しているところです。

８点目の「足寄白糠線の路面性状調査及び

修繕調査設計の過去の推移と今後の見通し」

についての御質問ですが、平成２４年１２月

に中央自動車道笹子トンネル内の天井板落下

事故が発生したことを受け、全国的に社会イ

ンフラの総点検を速やかに実施することが求

められ、本町におきましても、平成２８年度

に「足寄町路面修繕計画」を策定し、平成３

０年度からは本計画に基づき国の交付金事業

である「ストック修繕事業」により、町道の

舗装修繕を計画的に進めています。

御質問の足寄白糠線もストック修繕事業に

より、路面修繕を進める計画となっています

が、平成２６年の路面性状調査から年数が経

過したため、令和４年度に再調査を実施し、

修繕区間及び修繕工法の決定を行い、本年度

より修繕工事を進める予定でおりましたが、

例年同様、国からの交付金配分が厳しい状況

にあり、次年度以降に繰延べせざるを得ない

状況となっております。

なお、行政執行方針の中で、本年度に足寄

白糠線の路面性状調査と修繕調査設計を行う

と申し上げましたが、昨年度に調査は終了し

ておりますので、訂正をしておわびを申し上

げます。

以上、木村議員の一般質問に対する答弁と

させていただきますので、御理解賜りますよ

うお願いを申し上げます。

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許します。

７番木村明雄君。

○７番（木村明雄君） それでは、再質問を

いたします。ここで、議長のお許しを頂き、

再質問をいたしますが、町長の答弁と私の質

問がたまに重複するところもあろうかと思い

ます。確認のため、お許しを頂きたいと思い

ます。

それでは、質問をいたします。

１番のふるさと納税、足寄応援寄附推進事

業について、チーズが一番人気と聞いており

ましたが、足寄の商品１番から５品目、５番

くらいまでをちょっとお伺いしておきたいと

思います。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、松野総務課

長。

○総務課長（松野 孝君） いずれも上位の
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人気の商品につきましてはチーズでございま

して、例えばチーズの詰め合わせ５点セッ

ト、そしてチーズ詰め合わせ６点セット、あ

とモールウォッシュというチーズ、それと

「ころ」熟モッツァレラのチーズのほか、

ゴーダチーズ２個セット等になってございま

す。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。

○７番（木村明雄君） チーズのほかに、私

ちょっとお聞きしたかったのは、チーズは

チーズでこれ第一番の人気商品だということ

は聞いております。そのほかに、そのほかに

ですよ、どういうものがあったのかというこ

とをちょっとお伺いをしておきたいと思いま

す。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） チーズのほかに

は、やっぱり農産物が上位にございまして、

例えばトウモロコシだとか、あるいはありが

とう牧場さんの放牧ソフト、アイスですね。

そのほか、ジャガイモとか、そういう農産品

が人気ございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。

○７番（木村明雄君） それでは、次の質問

をしたいと思います。

令和２年から３年にかけては、ふるさと納

税、これについては８,０００万円から８,５

００万円ほどあった。しかしながら、令和４

年、昨年については、金額にして５,５００

万円ということなわけですけれども、これに

ついてこれが主にチーズだったのか、それと

も違った形の中でまた考えられることがあっ

たのか、その辺についてもお伺いをしたいと

思います。

○議長（髙橋秀樹君） 松野総務課長、答

弁。

○総務課長（松野 孝君） 今回、町長お答

えいたしましたが、令和３年度から令和４年

度の金額を比較をいたしますと、金額にして

約２,９００万円、率にして３４％の減少と

なってしまったところでございます。

要因につきましては、ちょうど足寄チー

ズ、ＪＡでやっていた足寄チーズ工房のチー

ズの令和３年度から令和４年度の減少額が

ちょうど寄附総額の約２,９００万円とほぼ

同額でございますので、減少の要因につきま

しては、そのままチーズの減少が寄附の総額

に影響したものと考えてございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。

○７番（木村明雄君） 分かりました。

それでは、次の質問に移りたいと思いま

す。

新エネルギー事業利用の推進について、こ

れについては幅広く奥が深く、将来に向けて

大きな課題案件ではないかと考えます。再生

可能エネルギーは、絶えず資源が補充され枯

渇することのないエネルギーと言われており

ます。ここに新エネルギーとあるわけですけ

れども、この新エネルギーは再生可能エネル

ギーのうち、技術的に実用段階が経済的な理

由から普及が十分進んでいないエネルギーで

あり、これらのエネルギー源を挙げると、バ

イオマスについては熱利用、発電、そしてメ

タンガス、水素、これらの燃料製造になりま

す。ソーラーについては、太陽光発電、太陽

熱利用、中小規模水力発電、風力発電、地熱

発電、雪氷熱利用、温度差熱利用、火力発

電、潮流発電、海洋温度差発電、これらがあ

るようですが、現在、オイルが、または電気

料金が大幅に高騰している中で、今後避けて

通れない事業案件でなかろうかと考えます。

そこで、我が町足寄町に適した新エネル

ギーはどのようなものが考えられるのか。取

り上げていると思うわけなのですけれども、

それらについてお伺いをしたいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） 加藤経済課長、答

弁。

○経済課長（加藤勝廣君） お答えいたしま

す。

足寄町で考えられるエネルギーといいます

と、やはり天候がすごくいいので、まず最初
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には太陽光発電が考えられるのかなというこ

とでございます。あと、それ以外につきまし

ては、小水力発電ですとか、バイオマスの発

電、当然ながらですけれども、考えられてい

くのかなというふうに考えております。

あとは、木質バイオマスの発電も、これも

考えていけるのかなということで、風力につ

いては過去に調査したときに、あまり実現は

ちょっと難しいようなところでございますけ

れども、あと地熱発電についても可能性はあ

るのかなというところでございます。

○議長（髙橋秀樹君） ７番。

○７番（木村明雄君） よろしいですか。

新エネルギー利用推進ということで、先ほ

ど町長のほうからも、足寄町再生可能エネル

ギーについて、現状では特に具体的な取組に

は至っていない状況下であるということなわ

けなのだけれども、これについて将来につい

て、今課長が言われていたわけなのだけれど

も、もう少し掘り下げた形の中では考えてい

なかったのかどうなのか、その辺についても

ちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 再生可能エネルギー

の導入計画という部分での策定に当たって、

どういったものがあるかといった部分では、

先ほど申し上げましたように、足寄町の中に

はいろいろな資源がございまして、そういっ

たものを含めて可能性としてはいろいろあり

ますよというところであります。その中で、

特に可能性の高いものということでの掘り下

げといったところでは、まだそこまでには

至っていなくて、今後の事業を計画をつくる

中で、実際に具体的にどんなものができるの

かというようなところになってくるのかなと

いうように思っています。

先ほども加藤課長のほうからも話ありまし

たけれども、いろいろな資源はありますけれ

ども、具体的に、ではそれでエネルギーをつ

くっていくと、電気を起こすだとかというよ

うな形になっていくと、やはりかなりの建設

費用といいますか、そういったものも当然か

かりますので、そこの部分でいきますと、ど

ういったものが本当に足寄町としてできるの

かどうなのかというところが一番大きな部分

になるのかなというように思っています。

現状でいきますと、太陽光発電だとかそう

いったものについては、それぞれの家庭の中

でもできる発電でありますから、そういう実

際に今太陽光パネルを家で上げてという形

で、ＦＩＴという制度で電力を北電に売っ

て、あと売れなかった分を自分のところで使

うだとかというような形でやられている部分

などもありますけれども、そういうものを今

後は例えば売るということではなくて、自分

の家で使うだとか、そういった形の中で発電

をしていくというようなことなども考えられ

るというように思っています。

それから、バイオマス部分でありますけれ

ども、農協さんでバイオマスのプラントもつ

くっておりますけれども、足寄町としてやっ

ぱり考えなければならないのは、やっぱり広

いまちの中で、そこにどこか１か所とか２か

所とか、家畜のふん尿を集約してだとかとい

うような、なかなかやはり今後の部分でいく

と、それを集めてくるだとかというのが非常

に手間がかかりますし、それから実際にでき

た電気をどう使っていくのかだとかというよ

うなことなども大きな課題になってくるのか

なというように思っています。そういうこと

なども含めて、本当に足寄町で例えばエネル

ギーをつくるということが一番適しているも

のは何なのか、もしくは可能性としてどうな

のかというようなことも含めて、もっと掘り

下げた、先ほどの話ではありませんけれど

も、掘り下げて検討していかなければならな

いというように考えているところでありま

す。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ７番。

○７番（木村明雄君） 先ほどから私も考え

ていたわけなのですけれども、そして、いろ

いろな発電方法があるということなわけなの

ですけれども、ここでやはり足寄町ができ
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る、足寄町に適したやっぱり新エネルギー、

これをやはり真剣な形の中でこれからは考え

ていかなければならないのかなと、そんなふ

うに考えているところであります。

それでは、次の質問をいたします。

足寄温泉浴場について、４月からオープン

をして順調に進んでいると考えますが、温泉

水の温度について、何度の設定にしているの

か、また何度が適当だと考えているのか、そ

の辺についてお伺いをしたいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 温度の設定でござい

ますけれども、今現在何度に設定しているか

ちょっとはっきり今分かりませんので、

ちょっとお答えできない部分ではございます

けれども、一般的な入浴施設ですとか、それ

から自分の家だとかも考えてみますと、大体

４０度前後、４０度ぐらいなのかなというよ

うに思っておりまして、この足寄温泉につい

ても大体４０度ぐらいをめどに設定をしてい

るのではないかなというように思っていま

す。

ただ、私ちょっと何人かの方に聞いたとこ

ろによりますと、これ女性の方ばかりなので

すけれども、ちょっと温度低いのではないの

かだとかというお話ですとか、それから換気

扇が非常に強く回っているのではないかと、

そういったことで少し浴室の中で少し寒いと

いうような声も聞かれているということを何

人かの方からお聞きをいたしました。

それで、たまたまなのですけれども、昨日

住民課長のほうにお願いして、ちょっと指定

管理者の方とそのあたり相談してくださいと

いうことでお話をしております。多分そうい

う温度の関係でいくと、そんなようなことな

のかなというように思っておりまして、あ

と、男の方からはあんまりそういう声は聞か

れていないということであります。

それから、それぞれ感じ方というのは個人

差がありまして、熱いという方もいらっしゃ

ればぬるいという方もいらっしゃるというよ

うなことで、どこが適当なのだろうかといっ

たところは非常にそれぞれの感覚で難しいと

ころもあります。みんながみんな一緒の同じ

お風呂に入るわけですから、先ほども言った

ように、それぞれの感じ方といったところで

ありますけれども、そういう大きな声が、大

きな声というか、そういう声が多ければやは

り少し設定だとか、そういったものも調整し

なければならないのかなというように思って

おりまして、先ほども申し上げましたけれど

も、指定管理者の方と十分検討しながら、利

用されている方の声なども含めて、運営でき

るような形にしていきたいなと思っていると

ころであります。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ７番。

○７番（木村明雄君） これについては、私

も自分でそう多忙というわけではないのかも

しれないですけれども、足寄温泉に入浴する

機会を逃しているということなわけで、そこ

でやっぱり足寄温泉に入浴した方々に感想と

いうか、どうだったのというふうなことを聞

いたら、やはり最初のうちは熱くて入れな

かったというくらい熱かったそうです。しか

しながら、それがやはりあまり熱いというこ

とがあったのかどうかは分からないですけれ

ども、そこで今度はぬるくなったと。それも

極端にぬるいのだということを聞きました。

そこで、風邪引きそうで温泉に入った気がし

ないということが、私も温泉まだ１回も入っ

たことないから、これについては自分では体

感していない、人に聞いた話なわけなのだけ

れども、しかしながらやはりここでそんなに

皆さん、私も四、五人からその話を聞いたわ

けで、こんなのではやっぱりまずいぞなと。

やはり足寄温泉のせっかくここで本当にいい

温泉ができたということなのに、こういう形

の中では大きなダメージになる可能性がある

というようなことで、先ほど町長がやはり調

べているということなわけなのですけれど

も、これについてやはりこれから先について

も、ほかの温泉行くとやはり１時間おきぐら

いに温度を測っているところがあるわけなの
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ですね。どういうふうにして、足寄はどう

なっているのかなと、その辺についても

ちょっと分からないものですから、お伺いを

したいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） 金澤住民課長、答

弁。

○住民課長（金澤眞澄君） 木村議員仰せの

とおり、オープンしましてから２か月たって

おりますけれども、特に当初準備期間も多少

少なかったこともありまして、温度の調整に

てこずっていたところもあるのですけれど

も、指定管理者と協議しながら徐々に改善で

きるように温度設定等はやってきていたと思

います。

あと、温度につきましては、１時間ごとか

２時間ごとかちょっと定かではないのですけ

れども、定期的に浴槽の温度を測って管理し

ているものと聞いております。

以上です。以上ですけれども、よろしかっ

たでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。

○７番（木村明雄君） 分かりました。

これについては、やはり待ちに待った温泉

だという形の中で、入る人皆さんが納得のい

く形の中でやっぱり進んでいってもらいたい

ものだなと、そんなふうに考えるところでご

ざいます。

それでは、次に質問してよろしいですか。

ごみ処理について、ごみの減量化、これに

ついて、生ごみであれば相当に金がかかると

いうことなのか、その辺についてもちょっと

お伺いをまずはしたいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） 金澤住民課長、答

弁。

○住民課長（金澤眞澄君） 生ごみの処理と

いうのは、家庭から出てくる生ごみの処理と

いうことでよろしかったでしょうか。（「は

い」と呼ぶ者あり）

家庭で処理する分にはコンポストでいきま

すと、容器を設置して外に排出して堆肥化を

図るというものになりますし、生ごみ処理機

につきましては、今一般的には電気で稼働す

るものになるかと思いますので、最近の電気

が高くなっていると思いますので、それ相当

の電気代はかかるのかなとは思っています。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） ７番。

○７番（木村明雄君） 今の答弁、ちょっと

分かりづらかったわけなのだけれども、これ

はコンポストのことなのですよね。生ごみを

入れて、それを腐らせてということなのです

よね、一つは。もう一つは、電気でやるとい

うことは粉砕をすることなのか、その辺

ちょっとお伺いをしたい、もうちょっと詳し

く。

○議長（髙橋秀樹君） 金澤住民課長、答

弁。

○住民課長（金澤眞澄君） 生ごみ処理機な

のですけれども、私も家で使わせてもらって

いるのですけれども、基本的には家庭用の生

ごみ処理機は粉砕等はできないものになって

います。基本的には電気を使って、熱で乾燥

させるものと、今ちょっと最近主流かどうか

分からないですけれども、バイオの関係の菌

を入れて処理するやつもあるかと思います。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） ７番。

○７番（木村明雄君） 大体分かりました。

それでは、次の質問をいたします。

農業振興対策について、一口に農業といっ

ても酪農、畑作、肉牛とあるわけですが、具

体的にどのような振興策をまずは考えている

のか、この辺について、部門別というか、酪

農、畑作、肉牛、これが三つともやはり違う

わけなのですよね。その辺について、どう考

えているのか、お伺いをしたいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） 加藤経済課長、答

弁。

○経済課長（加藤勝廣君） 酪農、畑作、肉

牛といろいろあるのですけれども、振興策と

いいますか、酪農は今大変な状態になってお

りまして、今回補正予算で上げさせていただ

いていますけれども、生乳生産抑制とか、そ

ういったものがいろいろ影響していまして、
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経営が非常に厳しいというところで、今回は

酪農振興対策で補正で補助金を出すというこ

とにしております。

あと、畑作につきましても、畑作は今肥料

が非常に高騰しているというところで、国の

支援の肥料高騰対策とかありますし、また今

回またこれも補正で上げさせていただいてい

ますけれども、耕畜連携で堆肥の利用促進と

いうところで考えております。

あと、肉牛につきましては、足寄町で肉牛

で肥育をかけている方というのは、ほとんど

が預託ということになっておりまして、あま

り、餌も供給されるということで、預託料を

もらって飼育しているという方がほとんどで

ございますので、あまり大きな影響はないの

かなということで、振興策としてはあまり考

えてはいないというところでございます。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。

○７番（木村明雄君） 分かりました。

今は農業が相当に厳しいという形なわけ

で、これはこれから先もこれは考えていかな

ければならない問題かなと思うわけなのだけ

れども、ここで、この振興対策についてもこ

れから先、これ以上というか、限度があろう

かと思うわけなのですけれども、これについ

て、これから先に向けてどう考えているの

か。限度があるというのは、私のほうから言

うのも変な話なのだけれども、この辺につい

てお伺いをしたいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） 加藤経済課長、答

弁。

○経済課長（加藤勝廣君） この先、どんな

情勢になるのかというのがなかなか見えてこ

ないわけなのですけれども、今後におきまし

ては、関係機関、農協ですとか、そういった

ところと協議をした中で、仮に何らかの対策

が必要だと判断された場合には、その辺を協

議して検討してまいりたいと思います。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。

○７番（木村明雄君） それでは、次の質問

をいたします。

今までに新規就農者がほぼ芽登地域に就農

し、芽登地域の人口も増え、小学校生徒も多

く、本当に私ら地域から見たらうらやましい

限りでありますが、このたび４組ですか、４

組の就農者がおるということなのだけれど

も、ちなみにどの地域にどのような形で希望

されるのか、酪農なのか、畑作なのか、その

辺についてお伺いをしたいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） 加藤経済課長、答

弁。

○経済課長（加藤勝廣君） 新規就農志向者

の方だと思うのですけれども、今現在確定し

ているのが２名ほどおりまして、今年中に多

分就農される方ということで、１名が和牛繁

殖の方、もう１名は酪農。あと２名なのです

けれども、こちら就農見込みがあるというこ

とで、こちらも１名が和牛繁殖、もう１名が

酪農ということになってございます。

以上です。

あと地域ですけれども、ほぼ確定している

今年就農予定の和牛繁殖の方は向陽と、もう

１名の酪農の方は植坂と、あと今後就農が予

定される方について、和牛繁殖の方は大誉地

と、もう１人の酪農家の方は植坂ということ

になろうかと思います。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。

○７番（木村明雄君） 分かりました。

この人たちには、やはり足寄をこれから

担って立つという形の中では全力で頑張って

ほしいなと、そんなふうに思うところであり

ます。

次に質問いたします。

商工観光振興対策について、ここで、先ほ

ど質問いたしました、足寄応援寄附推進事業

にも大きく関連があると考えますが、そこ

で、観光物産プロモーション事業について、

これは私の頭の中ではこのようなことなのか

なというふうな推測はしておりますけれど

も、ここで具体的にかつ詳細にこれについて

お尋ねをしたいと思います。
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○議長（髙橋秀樹君） 加藤経済課長、答

弁。

○経済課長（加藤勝廣君） この観光プロ

モーション物産事業なのですけれども、大き

く四つございます。

一つについては、足寄町のＰＲラジオ番組

企画ということでございまして、足寄町の名

前を世代を越えて浸透させるということで、

町内のイベント、宿泊、飲食事業者等への動

員誘導ですとか、さらにはふるさと納税への

納税者増加を目指して、魅力的なまち、動き

あるまちということを印象をつけることを目

的として、ラジオの全道版ですけれども、Ｆ

Ｍで２クールというと、１クール３か月なの

で６か月間を全道のＦＭラジオに流すという

ことにしてございます。

あともう一つですけれども、足寄の遺産復

活プロジェクトということで、かつて足寄を

代表したもの・食などを復活させるプロジェ

クトということで、「どんころ熊」がありま

すけれども、それにつきまして今在庫で対応

しているところでございます。今現在つくれ

る方というのがいないので、それについて一

人地域おこし協力隊の方がそれの製造に関わ

りたいということで、今後その製造をしてい

く形になるのかなというふうに考えておりま

す。あと、「あさの食堂」既にもう閉店され

ているのですけれども、足寄町民のソウル

フードということで、それの袋麺の製造とい

うことで、その復活を考えております。

あと、３番目エンタメ開催補助事業という

ことで、町内での音楽コンサートですとか、

芸能、芝居等々の主催者への補助金といたし

まして、一応１公演５万円ということで４公

演分を予算を見ております。

あと、足寄町のアドベンチャートラベル商

品開発ということで、世界で主流になりつつ

あるツーリズムスタイルということで、アド

ベンチャートラベルということで、足寄町内

を舞台にした商品開発、模擬ツアーの開催で

すとか、着地型のツアー商品の年間を通じて

提供できるように旅行会社と共同で商品づく

りを考えていきたいと考えております。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） ７番。

○７番（木村明雄君） 説明があって、大体

分かりました。しかしながら、この観光物産

プロモーション事業、これについてはもうど

んどん進んでいるのか、それともこれから進

めるのか、その辺ちょっとお伺いをしたいと

思います。

○議長（髙橋秀樹君） 加藤経済課長、答

弁。

○経済課長（加藤勝廣君） この予算ですけ

れども、今議会のほうで提案させていただい

ておりますので、今後議決された後に順次進

めていきたいと考えております。

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。

○７番（木村明雄君） 分かりました。

それでは、次の質問をしたいと思います。

足寄白糠線路面性状調査及び修繕調査設計

について、これについては、これはきっと稲

牛線ですよね、これ。これは稲牛線で、道路

であると思うのです。この道路は、これにつ

いてまずはこれがどうなるのか。先ほど答弁

があったわけなのだけれども、これについて

もうちょっと詳しくお伺いをしたいと思いま

す。

○議長（髙橋秀樹君） 丸山副町長、答弁。

○副町長（丸山晃徳君） 副町長で建設課長

事務取扱ということで答弁させていただきま

す。

この足寄白糠線は、仰せのとおり稲牛の舗

装でして、それが経年劣化で路面の状態がよ

くないということで、調査をして適切な維持

管理を進めると。これは長寿命化の一環でご

ざいまして、木村議員さんがおっしゃる部分

で想像するには北見までつながるのかという

話までのお話なのでしょうか。ではなくて、

今足寄白糠線が本当に稲牛の螺湾に行く稲牛

２号線につながるのと、あと本別につながる

道ということで、今本別までは通行止めに

なっていまして、その路線はもうそれで、た

だ維持するだけで、新たに道路を改良して舗
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装するとか、その先で何か更新をするという

ような計画は全くなく、私がそもそも勘違い

していた部分で、足寄白糠線と北見白糠線が

あって、北見白糠線は道道というところで、

もともと国が計画をして平成１６年に道東道

とかいろいろな、あと釧勝峠ですか、釧路と

十勝を結ぶやつが平成元年に施工されたの

で、その北見白糠線は計画がもう平成１６年

で凍結になっているというところで、今回の

部分は稲牛の舗装の維持というところでござ

います。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ７番。

○７番（木村明雄君） 今副町長が言われた

ことも全部大体分かるのです、私は。

そこで、稲牛線というのは、あれは奥ずっ

と行くと二股があって、あれは本別線、これ

につながる道路もあるのですよね。あれはこ

の前、台風だったかな、あれで壊れてしまっ

て、それから先は行けないのだと思うので

す。それは分かる。それから先、あれは民

家、これから進んで、それより先に、私が言

うよりも先に、稲牛線の民家までを調査をし

て、そして舗装にするということなのだと思

うのだけれども、その辺についてまず、それ

は違うのか。（「違います」と呼ぶ者あり）

それなら進みます。

まずここで、私もこの白糠線には、これは

稲牛から、それからまた白糠まで、これにつ

いてはつながっている道路なのですよね。そ

して、私はこれについては五、六回白糠まで

釣りだとかいろいろな形の中で行ったことが

あります。この道を通り、白糠へ行くという

ことであれば、民家を離れ、坂を上がり、上

り、峠を越す、そうすると白糠の港まで約４

０分ぐらいで到達をするということなので

す。これが今、通行ができるのかできないの

か、その辺についてまずはお伺いしたいと思

います。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、副町長。

○副町長（丸山晃徳君） すみません、足寄

境界から向こうの白糠町の部分で、そこまで

調査はしていないのですが、林道というとこ

ろで止まっているとか通行止めとかという話

は聞いていないので、本当に原始的な林道と

して通行は可能なのかなというところの想像

はしますけれども、しっかりしたお答えは白

糠に聞いてみないと分からないというところ

が今現状でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。

○７番（木村明雄君） これについては峠か

ら、こちら足寄の峠からこっちは足寄町の管

轄なのですよね。そして、これについて、町

側としても、町道なのかどうなのか、その辺

もちょっとお伺いしなければならないわけな

のだけれども、これやはり昔からあるのです

よね、この道路が。そして、これは私からす

れば、通れる道路なのですよ。そこで、通れ

ませんよ、知らないよということにはならな

いと思うのです。その辺についてお伺いをし

たいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁調整含め、１１

時１５分まで休憩といたします。

午前１０時５７分 休憩

午前１１時１５分 再開

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

７番木村明雄議員の再質問から、答弁で副

町長。

丸山副町長、答弁。

○副町長（丸山晃徳君） 足寄白糠線があっ

て、そこで分岐があって、まず本別に行く道

と、次に足寄白糠線から次のところは足寄白

糠２号線、カサイさんのおうちのところを通

るところ。そこからまた分岐があって、白糠

に行くのか、茂螺湾、上螺湾に行くのかで、

足寄白糠線は上螺湾に行くか、白糠に行くか

の分岐で町の管理道路としては終わっていま

して、次に白糠のほうに行く部分、足寄町域

ではございますけれども、国有林ということ

で森林管理署が管理していまして、町では管

理していない路線でございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。
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○７番（木村明雄君） 説明があれば私も分

かりました、ということになります。これは

民家から上は、そうするとこれから先は町と

して管理はしなくてもいいということになろ

うと思うのですよね。これは私も何年か前ま

では白糠へ行く途中、通っていったら白糠の

ほうではやはり道路整備がされている。しか

し、足寄町については、峠を越して何ぼか

行って１キロぐらいの間かな、土砂が崩れて

いて、そして通れるときもあれば通れないと

きもある。これは一体全体どうなっているの

と、私は思っていたわけなのだけれども、そ

れで利用が少ない、そしてまたそれは町で管

理できないということであれば、これは致し

方ないのかなという気はいたします。

それから、先ほど副町長が言っていた北

見、それから白糠線ですか。これはきっとも

う中断されているのかな。これもいい道路な

のですよね。もう舗装されて、そしてもう少

しというところでこれも打ち切られていると

いうことであります。そんなところから、そ

うすると……、これについては分かりまし

た。

それでは、次の質問をしたいと思います。

渡辺町長は今期で２期目になったわけです

が、行政執行方針を伺いまして、相当に多く

の方針が打ち出されております。そこで、日

頃の思いと何をどう優先していけばと考えて

いるのか、この辺について、何をこれから先

優先をするかということをちょっとお尋ねを

したいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 何を優先というお話

ですけれども、基本的に町民の方たちが住ん

でいてよかったと思えるようなまちづくりと

いうようなことになるのかなというように

思っています。町民の人たちが足寄町に住ん

でいて、住みやすいですとかそういう、これ

からもずっと住み続けたいと思えるようなま

ちづくりというのがやっぱり一番大事なのか

なというように思っています。

そういった中で、執行方針の中でも人口減

少問題だとか、そういった問題も重要な問題

だよということでお話をさせていただいてお

りますけれども、そういったことでいきます

と、やはり人口が減少するということにはそ

れぞれの人たちが足寄町で消費をされたりだ

とか、そういう生活をされているわけですか

ら、それが少なくなる、まちの中でそういう

消費活動が少なくなれば商店、お店屋だとか

そういったところもだんだんいつまでもやれ

なくなるだとかというようなことにもなって

きますし、そうなれば人口の減少がさらにま

た進んでいくというようなお話になっていく

のかなというように思っています。

そういうことも含めて、昨日矢野議員さん

からも人口減少の問題なども話ありましたけ

れども、なかなかこれだという特効薬的なも

のというのはなかなかないのですけれども、

ただ日本全体が人口減ってきていますので、

そういった部分でいくと、人口減少していく

というのはやはりどこのまちも同じようなこ

とになっていくのかなということですけれど

も、いかに、先ほども言いましたように、人

口が減少することによってまちの中の消費活

動も減り、それからさらに人口も減り、そう

すると今度働き手もいなくなり、高齢者の方

たちが生活していく上でのことにも非常に大

変になってくるだとか、いろいろな部分に影

響があるわけでありますから、そういった意

味では、人口を増やすというのはなかなかこ

れ厳しい、難しい問題だとは思いますけれど

も、人口の減少を少しでも抑えていく、そう

いう取組がまずはやっぱり必要になるのかな

というように思っているところであります。

そのために、どんな方法があるのかという

と、先ほども言いましたように特効薬という

のはなかなかないですけれども、子育て支援

ですとか、そういった形で子供さんたちが育

てやすい、教育だとかそういったことも含め

て、そういったことが行うことによって、足

寄町で子育てしてもいいだとか、子供たちの

教育、高校までですけれども、そこまでは心

配はないですだとか、そういった形の中で人
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がもっと住み続けられる、住みやすくなると

いうようなこと、そういったことがやはり大

事なのかなというように思っています。

そのあと、そのほかも高齢者の方々の福

祉、昨日の話ではないですけれども、だんだ

ん高齢になってきて子供さんたちのところに

呼ばれて、そちらのほうに行ったりだとかす

るだとかということもありますけれども、一

人になっても幾つになっても足寄町で住み続

けられる、そういうまちづくりだとか、そう

いったものもやはり大事なことであります

し、それから、産業の振興というのもこれま

た大事な中身だというように思っています。

基幹産業は農業、林業でありますから、先ほ

ども言いましたけれども、人口減少していけ

ばそういったところで働く人たちも少なく

なっていくということにもなりますし、いろ

いろなところに結びついていく部分があっ

て、何を優先するのかといった部分でいく

と、なかなかここがもう第一だとかというこ

とはないのかなというように思っています。

全般的にいろいろな形の中で町政を執行して

いかなければならないのかなと、町政を執行

していくためにはいろいろな部分に目配りも

しながらやらなければならないのかなという

ところであります。

どこが大事かというと、全般的にどこも大

事なのですよという話にはなってくるのかな

というように思いますけれども、そういった

ことで御理解頂ければというように思いま

す。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。

○７番（木村明雄君） これで、最後の質問

になろうかと思いますけれども、町長もまた

同じようなことを言わなければならないかな

というようなこと、ちょっと考えるのかなと

思うわけなのですけれども、ここで、これは

私はあくまでも私の感じた感想として、この

４年間、コロナ禍になり、渡辺町長は忙しい

毎日だったと考えます。そこで、私の考え、

もう少し町民との触れ合い、町民との対話も

必要ではなかったのではないかなと、そんな

ふうに私は感じたわけなのですけれども、こ

れについて今後渡辺町長の町民への思い、そ

んなものをちょっと伺って終わりたいと思い

ます。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 私はしゃべるのは非

常に苦手なものですから、こういうところで

格式張ってしゃべるだとかというのはまず、

今のしゃべりもほとんどそうではないですけ

れども、そういうことができない人間なの

で、こういう場ではなくて、いろいろな形の

中で一般的なおしゃべりも含めて、そういっ

た形の中で本当はできると一番話しやすいと

いうか、そういった思いは非常にあります。

ただ、これまでの間やはりコロナもあって、

なかなか町民の人たちがみんなで集まるだと

かということはできなかったということも

あって、ふれあい懇談会ですとか、それから

町政懇談会などもそれぞれの自治会だとか、

そういったところで何人かのグループが集

まっていただいて、その中でお話があれば行

くだとかというようなこともやっていたわけ

ですけれども、これまではですね。ただ、コ

ロナのこの３年間というのはなかなかそうい

うこともできなかったということもあるのか

なというように思っています。また、町民の

方たちもなかなか、私がここを出ていくとい

うことについてもなかなかできなかったです

けれども、町民の方たちも自治会の活動です

とか、いろいろなサークルですとか、いろい

ろな取組という部分ではなかなか集まれな

かったというのが実態なのかなというように

思っています。

今、５類になって、少しずつ住民の方たち

の活動なども少しずつ盛んにはなってきてい

るとは思いますけれども、そういった中でい

ろいろな形の中で、いろいろなイベントだと

か、それから行事だとか、そういったところ

に非常に多く呼ばれるようになりました。そ

ういったところで、また皆さんといろいろと

触れ合いながらというか、お話などもできる
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のかなというように思っているところであり

ます。

今後、いろいろな形の中で、町民の皆さん

と一緒にお話ししたりだとか、いろいろなこ

とができるようになっていくのではないのか

なというように考えているところでございま

す。

ちょっと答えになったかどうか分かりませ

んけれども、以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ７番。

○７番（木村明雄君） そこで、コロナもだ

んだん収束をしてきているということで、こ

れから先に向けてやはり議会の活動の報告、

これもしなければならないだろうし、それか

らまた町政の、今何というのかな、町政懇談

会というのか、何というのか分からないけれ

ども、これらについてもやはり進めていくの

かなという気がするわけなのだけれども、そ

の辺について計画は立てているのかどうなの

か、その辺についてもちょっとお伺いしたい

と思います。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 今段階ではまだ計画

は立てておりません。いつも秋口ぐらいに、

いつもといっても私１回しかやったことない

ですからね。すぐにコロナになってしまった

ものですから、４年間町長やりましたけれど

も、ふれあい懇談会というのは１回しかやっ

ていません。あと２年目、３年目というのは

ずっとコロナもあって開催を中止させてきて

いただいたというところでありますので、１

回しかやっておりませんけれども、いつも

秋、１０月、１１月ぐらいに予定をしていま

したので、多分現段階では計画しておりませ

んけれども、そういう時期にやれるような状

況になっていれば、またそういうことも考え

られるかなというように思っていますし、先

ほども言いましたけれども、いろいろな敬老

会だとか、それから自治会の花見だとか、そ

れからいろいろな行事も含めて全部ほぼほぼ

中止になってきたといった部分で、私として

もそういったところに参加ほとんどできてい

なかったということでありますから、もう今

年５月に入ってから５類に変わったというこ

とも含めてだと思うのですけれども、いろい

ろなところにお呼ばれするようなこともあり

まして、いろいろなところでお話しさせてい

ただいたりとか、町民の皆さんとお話ができ

るような、そういう機会ができてきてはいる

というように思っておりますので、そういう

いろいろな機会の中で皆さんとお話ができる

機会が増えてくるというように考えていると

ころであります。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。

○７番（木村明雄君） 町長の答弁という

か、お話をお伺いをいたしまして、本当に大

変安心をいたしました。

これで私の一般質問を終わらせていただき

ます。

○議長（髙橋秀樹君） これにて、７番木村

明雄君の一般質問を終わります。

次に、１０番進藤晴子君。

（１０番進藤晴子君 登壇）

○１０番（進藤晴子君） 議長のお許しを頂

きましたので、通告書に従い一般質問をさせ

ていただきます。

質問事項、電気料金・物価高騰に対しての

対策と足寄町財政の見通し。

新型コロナウイルスが５類に引き下げら

れ、経済活動はコロナ前に戻りつつありま

す。株価も上がり、にわかに景気がよくなっ

たかのような錯覚もいたしますが、町民一人

一人の生活は楽ではありません。

ウクライナ・ロシアの問題からのエネル

ギー供給の不安定さを背景に、電気料金の高

騰はあらゆるものの物価高騰を招き、町民の

生活に重くのしかかっています。そのような

中、北海道電力は６月から電気料金を平均２

３.２２％値上げすると発表いたしました。

町長の行政執行方針で、「新型コロナウイ

ルス感染症や物価、エネルギー価格の高騰に

よる家計・事業者等への影響が長引くことも

考えられ、関係機関との情報交換と情報収集
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を行う。９月以降に執行予算の精査を行い、

予算不足が見込まれる場合は、追加の補正予

算をお願いしなければならない」とあります

が、９月には政府の激変緩和対策が終了し、

電気料のさらなる高騰が予測されます。ま

た、中小企業・事業所では、コロナ禍の２年

間で４２兆円と言われる実質無利子無担保融

資の、いわゆるゼロゼロ融資の返済開始ピー

クを迎えます。家計も事業所も待ったなしで

す。行政は、町民の現状をどう捉え、予測

し、どのような対策を考えているのか。足寄

町財政の見通しを含めて伺います。

１、公共施設の電気料高騰の見通しと対

策。

令和元年度決算額と比較して、令和５年度

予算は電気料がどの程度上昇しているのか。

令和５年度における電気料に係る予算の補

正見込み。

２、公営住宅入居者の現状と対策。

公営住宅でのオール電化住宅の戸数とその

割合。

３、低所得者や生活困窮者の現状と支援

策。

低所得世帯（住民税非課税世帯）の数と割

合。

生活保護受給者の推移。（令和３年度から

令和４年度）

４、中小企業支援対策を立案するに当た

り、事業者の経営状況等をどのように把握し

ているのか。また、その上での具体的な支援

策は。

５、上記への対策を講ずるに当たり、町財

政の見通し。

以上です。よろしくお願いいたします。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 進藤議員の「電気料

金・物価高騰に対しての対策と足寄町財政の

見通し」についての一般質問にお答えしま

す。

１点目の公共施設の電気料高騰の見通しと

対策についての「令和元年度決算額と比較し

て令和５年度予算は電気料がどの程度上昇し

ているか」についてですが、公共施設には、

コミュニティ施設、体育館、学校、庁舎、福

祉施設などがあり、今回お答えしますのは総

務課所管のコミュニティ施設管理費における

ものであることを、あらかじめ御承知おきく

ださい。

まず、令和元年度の決算額は４３８万５,

０００円、令和５年度の予算額は７０６万

２,０００円で、令和元年度の決算額に対し

６１％の増となりました。

次に、「令和５年度における電気料に係る

予算の補正見込み」については、本年６月１

日から規制料金が平均２３％値上げされまし

たが、今後の電気料の補正予算額をコミュニ

ティ施設管理費の予算で試算すると、令和５

年度当初予算額７０６万２,０００円をベー

スに、来年３月までの１０か月分に２３％を

乗じますと１３５万４,０００円の増額とな

ります。

なお、足寄町が契約している全施設の影響

額に関しましては、契約が多岐にわたり、契

約種別や契約条件、燃料費調整額の変動等も

あり、現時点で補正額の試算は困難でありま

すが、特に電力使用量が大きい施設にあって

は、使用量を把握の上、重点的に節電に努め

てまいります。

２点目の公営住宅入居者の現状と対策につ

いての「オール電化住宅の戸数とその割合」

についてですが、公営住宅７１棟、３８９戸

のうち、オール電化住宅は北団地の５２戸

で、その割合は１３.４％です。オール電化

住宅の入居者からは、電気料についての不満

や要望等は寄せられておりませんが、家計へ

の影響を少しでも緩和できるよう、今後、家

庭でできる節電の取組を周知したいと考えて

います。

３点目の「低所得者や生活困窮者の現状と

支援策」について、まず、住民税非課税世帯

数とその割合ですが、令和５年１月１日を基

準とした令和５年度住民税課税情報では１,

０６３世帯となっており、同時期の住民基本

台帳世帯数３,３５８世帯の３１.７％を占め
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ております。

次に、生活保護受給者数の推移ですが、十

勝総合振興局の資料によりますと、令和３年

４月は７６世帯８９人、令和４年４月は７

４世帯８８人、令和５年３月は７３世帯８６

人となっており、被保護者数は横ばいで推移

しております。

本町における低所得者等への支援策としま

しては、令和３年度及び令和４年度におい

て、国の事業である住民税非課税世帯等臨時

特別給付金事業や価格高騰緊急支援給付金事

業を実施してまいりました。

また、北海道の補助金を受け、令和４年

度に住民税非課税の高齢者・障害者世帯を対

象に高齢者世帯等生活支援給付金１万２,０

００円の給付を行ったほか、令和３年度及び

令和４年度に灯油価格高騰支援として冬の生

活支援対策事業を行い、２万円の商品券を交

付しております。

そのほか、令和４年度には新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、物価高騰支援として、水道利用者の基本

料金４か月分を全額免除し、全世帯を対象と

した生活の支援も行ってまいりました。

今年度におきましても、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金の電力・ガ

ス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金に

創設された低所得世帯支援枠を活用し、住民

税非課税世帯に１世帯当たり３万円を支給す

ることとし、関連予算を本定例会に提案させ

ていただいており、議決を頂いた後、速やか

に事業を実施してまいります。

４点目の中小企業支援対策についての「事

業者の経営状況等の把握と具体的な支援策」

についてですが、町内事業者の状況や十勝管

内情勢を把握するため、商工会、観光協会、

町内金融機関と町で構成されている金融担当

者会議を定期的に開催し、現在の各業種にお

ける経営状況や各団体等で実施している支援

内容など必要な情報収集と情報共有を行って

おります。

その会議の中で各団体等から提供された資

料や新たな国の制度などを基に協議し、具体

的な対策を講じる必要があると判断した場合

には、支援を実施している商工会等とさらな

る協議を行い、必要に応じて補正予算の計上

を行っているところであり、本定例会にも小

規模事業振興補助金や足寄町商工会補助金、

頑張ろう足寄プレミアム付商品券発行事業補

助金等に係る予算を提案させていただいてお

ります。

また、これらの関係機関とは、会議以外に

おいても、必要に応じて情報を共有し連携を

常に図っているところであります。

５点目の「上記対策を講ずるに当たり、町

財政の見通し」についてですが、ただいま４

点の御質問に対してお答えしましたが、世界

情勢を背景としたエネルギー価格の急激な上

昇は、電気料金や食料品など、物価の高騰を

招き、町民をはじめ町内中小・小規模事業者

や農林事業者など幅広い業種の方々に深刻な

影響を与えていることから、本町においても

これまで、国の経済対策を踏まえ、地域経済

への影響を最小限とすべく必要な支援策を講

じてまいりました。

また、今定例会においても、低所得世帯に

対する価格高騰重点支援給付金給付事業やプ

レミアム付商品券発行事業などを行う経費を

計上しています。

今後の予測は大変困難でありますが、国や

北海道など関係団体等と連携を密にし、対策

の必要性を含め、引き続き検討してまいりま

す。

次に、財政の見通しについては、行政執行

方針で申し上げましたが、予算編成に当たっ

ては、財政の健全化を念頭に置き、限られた

財源の効率的な配分や国の施策を活用し、予

算編成を行っています。

また、財源については、地方債を充てる事

業を実施する場合は、交付税補塡率の高い過

疎対策事業債や辺地対策事業債など厳選して

発行しているほか、今回補正後の財政調整基

金残高は約１４億７,０００万円を見込んで

います。
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本町の財政は、毎年、議会に報告しており

ます健全化判断比率などの財政指数によれ

ば、比較的健全な状況にありますが、将来的

にもこの状況が続くとは言えないため、今後

もより厳しい視点での財政運営と産業の振興

を図り、収入の確保に努めてまいります。

以上、御理解を賜りますようお願い申し上

げ、進藤議員の一般質問に対する答弁とさせ

ていただきます。

○議長（髙橋秀樹君） ここで、少し時間が

早いのですけれども、午後１時まで昼食のた

め休憩といたします。

午前１１時４５分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議を

再開いたします。

１０番進藤晴子君の再質問を許します。

１０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） では、議長にお許

しを頂きましたので、再質問のほうをさせて

いただきます。

まず、１番目です。公共施設の電気料高騰

の見通しと対策について答弁していただきま

した。ここで、すみません、ちょっとよく分

からなかったので質問いたします。

総務課所管のコミュニティ施設というのは

具体的な施設名を教えていただいてよろしい

でしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、松野総務課

長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

一応お答えではコミュニティ施設というふ

うにしておりますけれども、厳密には予算上

の事業名につきましては、公共施設管理費で

ございまして、こちらの公共施設につきまし

ては、総務課所管の予算につきましては、各

種コミュニティセンター等の施設２６施設の

予算でございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） すみません、再度

お尋ねします。

２６のコミュニティ施設というのは、住民

の各町にあるようなコミュニティ施設という

ことで捉えてよろしいですか。

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） そのとおりでご

ざいます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。私

の考えていたのとちょっと違いましたので、

ちょっと私が欲しかった情報がなかなかこの

中には入ってきてないというふうに受け止め

ました。ただ、それは２枚目の答弁書のほう

に書いてあるとおりに、なかなか試算するの

が難しいというお話で納得いたしました。た

だ、他町は出しているのですよね。どういう

ふうに出しているのかはちょっと分かりませ

んけれども、他町同じぐらいの町で３月のと

きの定例のときに２,０００万円以上の値上

がりはするのではないかという、そういう試

算を出しているところもあります。ですが、

うちはちょっとなかなか難しいということで

すね。分かりました。

それでは、すみません、もし各施設で電気

料がどれぐらい上がったのか、もしここで教

えていただけるなら教えていただきたいので

すが、お願いいたします。

○議長（髙橋秀樹君） 松野総務課長、答

弁。

○総務課長（松野 孝君） 一応、総務課所

管の分の電気料については、まずは例えば銀

河ホール２１管理費についてちょっと出して

おりまして、令和元年の決算額と令和５年度

の予算額を比較いたしますと、約４９.６％

の増となってございます。

あと、例えば小中学校の施設とか、あるい

は国保病院につきましては、もしお答えがで

きましたら、それぞれの担当課長のほうから

お答えをしたいと思います。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） では、分かりまし
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た。大体先ほど最初のデータを頂いたコミュ

ニティーホール、そこの令和元年度から令和

５年度補正予算まで合わせた上で、令和元年

度と比べると１.９２倍くらい、大体２倍ぐ

らいになるというような予想と、今の大体同

じような感じなのかなというふうに思いまし

た。

では、ほかの施設でもしよろしければ、国

保病院の方よろしいでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長、答

弁。

○国民健康保険病院事務長（川島英明君）

お答えさせていただきます。

国保病院に関しましては、令和元年度の年

間の実績金額と令和５年度の予算と比較しま

すと、１.８倍ぐらいの予算を計上しており

ます。これは今後の値上げの見通しの部分が

つかないという部分がありましたので、毎月

の支払額も大きいということで、その分等を

加味させていただいて予算を計上していると

いうところです。

実際のところ、例えば参考数値なのです

が、令和元年度の５月と令和５年度の５月の

電気料の比較、料金の比較をしますと、約１

５４％、１.５４倍という形になっておりま

して、６月以降またこれが上がってくるとい

う可能性も否めないのかなと思っておりま

す。そうした場合、もしかして補正予算をお

願いするということもあるかもしれないとい

うことでございます。（「金額ですと」と呼

ぶ者あり）

金額ですね。令和元年度で年間の金額、

２,０５３万４０円、これが実績になりま

す。予算が約３,７３９万２,０００円という

ことで、１８２％という予算取りをしている

ところでございます。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） ありがとうござい

ました。

やはり国保病院だと電気とか使いますよ

ね。大体似たような感じ１.５倍、これから

先はもう少し上がるかなというようなところ

だと思います。

ほか、教育委員会のほうからもし分かれば

お願いいたします。

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。

○教育次長（丸山一人君） お答えいたしま

す。

小学校、中学校と、あと温水プールについ

て答えさせていただきます。

小学校につきましては、４校、令和元年の

決算でいえば７７２万３,０００円、令和５

年当初が予算が１,２０７万８,０００円、約

１.５倍程度となっております。

足寄中学校につきましては、令和元年度決

算額１,８４７万４,６０７円、令和５年度当

初予算額が３,１９０万５,０００円で、約

１.７倍くらいになってございます。

あと温水プールでございますが、令和元年

度の決算額は８６２万７,６１１円、今年度

令和５年度当初予算につきましては１,６９

４万３,２６７円と、約１.９倍ということで

見込んでございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 何となく今の金額

を聞きまして分かりました。ただ、通告書に

私出しました、９月に激変緩和対策が終了し

たときのことはまだちょっと予測ができない

ということでよろしいでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 松野総務課長、答

弁。

○総務課長（松野 孝君） 今現在国の電

気・ガス価格激変緩和対策事業を活用した事

業といたしまして、全国の北海道電力をはじ

めとした電力会社につきましては、それぞれ

単価をその分下げている状況でございます。

それで、今現在は本年の２月分から９月分

の料金は低圧の関係ですけれども、１キロ

ワットアワー当たり７円の減額はされており

ます。そして、２月から９月までは７円、１

０月分の料金につきましては３.５円半額に
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なりまして、３.５円の減額措置が講じられ

ておりますが、当然その分が今後値上がりす

ることは予想されます。ただそれ以降、まだ

必ず終了するかどうかはまだ予想はできてお

りませんので、今後どのように国が進めてい

くのかちょっとまだ予想ができない状況でご

ざいます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。予

断は許さないですけれども、今後のことは。

取りあえず１.５から２倍近く上がってきて

いるというふうに捉えました。

この中で、プールや総合体育館、それぞれ

町民が負担をして使用料を出して使っている

部分がございます。もしかしたら、役場庁舎

の中で書類に２００円とか３００円とかかか

る部分もありますし、町民が負担する部分で

のこれから値上がりがあるのかどうか、

ちょっとそこら辺が心配なので、検討されて

いたらお願いします。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 今御質問のいろいろ

な施設等の使用料の部分のことということだ

と思いますけれども、今の予定では特に値上

げですとか、そういったことは考えておりま

せん。一時的な電気料金の値上げですとかそ

ういったものが今後どうなっていくのかとい

うようなこと、そういったことなども含め、

それから今後の全般的なまちの財政だとかそ

ういったものも含めて考えていったときにど

うなるのかというようなことにはなるかと思

いますけれども、現状電気代の値上げだけの

部分で、使用料を上げるとか、そういうよう

なことは今のところは考えてございません。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 今のところ考えて

いないということで、確認いたしました。

答弁書の中に、「特に電力使用量が大きい

施設にあっては、使用量を把握の上、重点的

に節電を努めてまいります」とあります。こ

の辺をちょっとお伺いしたいのですけれど

も、各施設でどのような節電対策を取ってい

るのか、まずはお伺いします。

○議長（髙橋秀樹君） 松野総務課長、答

弁。

○総務課長（松野 孝君） 特に電力量が多

い施設といえば、例えば役場庁舎でございま

して、当然議会でもついておりますけれど

も、エアコンだとか、夏にはエアコンだと

か、冬季は関係ないですね、特にエアコンだ

とか、電力量の使用が多いものですから、今

後当然電気料が、役場施設は高圧による電気

契約をしておりますが、基本的には当然パソ

コン、席を離れるときはパソコンの電源を例

えば切るだとか、照明を間引きするだとか、

そのような対策を現在は行っておりますが、

今後今のような状況がさらに続くのであれ

ば、全庁的にさらなる節電に向けて、例えば

節電計画等をつくって、それを基にさらなる

節電の取組を強力に行うというような手段も

今後考えなければならないのかなというふう

に考えてございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長、答

弁。

○国民健康保険病院事務長（川島英明君）

節電の対策ということで、今ちょっと総務課

長のほうからお話もあったと思うのですが、

病院としては、例えば冷温水器という機械が

あるのですけれども、そこが２４時間稼働し

ているということで、そこは結構電気が食っ

たりするのですね。その辺を適切な温度調整

をしたり、あと照明器具、間引き、管理棟な

どは今ほとんど通路はついてないですかね。

職員が歩くところですね。多分御存じだと思

うのですけれども、そういった間引きをした

り、小まめに点灯、消灯を行うと。あと患者

さんに影響のない部分の事務室であったり、

あと共有スペース、こういったところも空調

をちょっと控え目にするだとか、今まち全体

でナチュナル・ビズ・スタイルということ

で、そういったことも取り組んでおりますの
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で、そういったことも含めて省エネの行動を

取っていると。

今後、当院が平成１３年に新築されて、今

２２年経過しています。今後恐らく予想され

る大規模改修のタイミングに合わせて適切な

エネルギー、例えば太陽光、さっきパネルの

話も出てきましたが、一部そういう形で転換

できないかだとか、そういったことを含めて

今ゼロカーボンの取組ということでやってお

りますので、その中でいろいろもんでいっ

て、将来的などういった形がいいのかという

のを研究していきたいなというふうに思って

おります。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。

○教育次長（丸山一人君） 節電には、今般

の電気料高騰の以前から取り組んではおりま

す。特に、小中学校におきましては、校長会

等通じて節電の徹底についてお願いしたいと

依頼をしているところです。

本当小さなことしかやってないのですけれ

ども、小中学校でいけば間引きの点灯だと

か、あと教職員も働き方改革もありますの

で、なるべく早く帰ってくださいといったよ

うなこと。そしてあと、社会教育施設につき

ましても、小まめに消灯するだとか、またあ

と町民センターによればエアコンを設置して

おりますので、夏場の設定について各利用者

が勝手にできないよう上限を設けて、事務室

の集中制御システムで制御するというような

こともしております。

あと一番の大口というのは足寄中学校なの

ですけれども、足寄中学校につきましては、

以前議会でもお答えさせていただいたのです

が、給食センターと共用ということで、中学

校と給食センターの電気料が一遍に来るとい

うことになりますので、使用量が大きいとい

うことで、あの施設については電気量の監視

装置がついておりますので、それを小まめに

チェックして、高上がりにならないようなこ

とに努めております。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 具体的にありがと

うございました。小まめな節電がやっぱり大

きなものになると思っております。

あと、総務課長がおっしゃった計画です

ね、そういう計画もやはり立てていただい

て、できれば皆さんが同じ共通認識の下に公

共施設の職員の皆様が動いてくださるよう

な、やはり計画を持つべきかなというふう

に、課長のお話を聞いて私も思いました。

それと、国保病院のほうが今後施設を建て

替えたりとか何かするときに、そういう違う

エネルギー、太陽光であるとか、そういうこ

とを取り入れていきたいというような話も今

伺いましたが、これから建てる特別養護老人

ホーム、今計画練っていると思います、基本

設計やっていると思いますが、そちらに関し

てはエネルギー対策はどのように考えてい

らっしゃいますか。

○議長（髙橋秀樹君） 保多福祉課長、答

弁。

○福祉課長（保多紀江君） 今基本計画を特

養はつくっておりますけれども、もともと町

の建てるコンセプトの中に、省エネですとか

ゼロカーボンですとか、そういうものも取り

込んだ計画を立てたいということで、委託業

者のほうに提案をしておりまして、今もちろ

ん、例えば窓を大きくするわけではないです

けれども外の光を取り入れるですとか、空調

もエアコンをそんなにつけなくても、例えば

一つつけてほかのところを冷やすですとか、

何かエネルギーを省エネができるような対応

ができるように設計をしていただきたいとい

うことで提案しておりますので、今まだ検討

中でございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。た

くさん練っていただきたいと思います。もう

一回つくったものはなかなかできないので、

よろしくお願いいたします。
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あともう一つ、これは公共施設ではないの

ですけれども、指定管理されている化石博物

館であるとか、大きな建物ですね。あと社協

であるとか、障害者施設であるとか、その辺

からそういう燃料費高騰、電気料値上がって

いるということで相談とかはされてはいませ

んか。

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） それでは、福祉

課所管のむすびれっじと障害者支援センター

のほうなのですけれども、もともと指定管理

の協定の中にリスク分担というのがございま

して、電気料ですとかそういうものがこれぐ

らい上がったら協議しましょうとか、そうい

うような決まりをしてございます。電気料金

につきましても、指定管理料の１％を超えた

らですとかそういうような、１％ですね、を

超えたらというような規定をしてございま

す。令和４年度も当初見込んだよりも金額が

やっぱり電気料金が多くかかったというよう

なことは聞いておりまして、双方で協議をし

まして、令和４年度につきましては社協さん

が負担をしていただくということで協議をし

ました。障害者の施設につきましては、居住

スペースは個人負担なので、事務所の負担だ

けなので、そこまででは令和４年度はなかっ

たのかなと思います。ただ、令和５年度につ

きましては、今までの話の中から１.５倍と

か２倍とか、当初の予定より上がることが想

定されますので、今後指定管理者のほうと協

議をして追加の委託料をお願いするようなこ

ともあるかなというふうには思いますけれど

も、いずれにしましても役場とかこちらと同

じように節電をお願いして、なるべく利用者

さんの負担に跳ね返ったり、指定管理料がと

ても増えたりとか、そういうことがないよう

にお互いに協議をして進めていきたいと思い

ます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。や

はり相談は受けますね、これだけ値上がれ

ば。

化石博物館のほうはいかがでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。

○教育次長（丸山一人君） 教育委員会所管

の指定管理施設、動物化石博物館、学習塾、

あと多目的交流施設等ございます。

昨年度、令和４年度急激に電気料が上昇し

まして、各施設の管理者とは電気料のことに

ついて協議しております。その中で、双方協

議してということには必ずどこの指定管理施

設もなっていますので、その中で、何とかで

きますというお話を頂いたので、令和４年に

ついては特に見直しだとか、そういったもの

はございませんが、今福祉課長申したとお

り、今年度についても先の見えない値上がり

がちょっと想定されますので、その場合につ

きましては指定管理者と協議しながら、対応

について進めさせていただきたいというふう

に考えてございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） よく分かりまし

た。よく相談されて、いろいろお話を聞いて

あげてください、大変だと思いますので。

では、次の質問に移ります。

公営住宅の入居者の現状対策ということで

すが、ここの答弁書の中に、５２戸で１３.

４％のオール電化ということで、私が考えて

いたよりも少し少ないのかなというふうに思

いました。このオール電化住宅の入居者から

は電気料についての不満や相談は、要望です

ね、ないというふうに書かれております。な

かったからないというふうに書かれているの

だと思いますが、個人的に情報からすると、

私の知っている人でも２人ぐらい、ちょっと

高くてほかのほうに移ったとか、先ほど議員

さんのほうからもお話があったのですけれど

も、僕の知っている人も２人ぐらいいるよ

と。やっぱりいらっしゃるそうです。なぜだ

ろうと自分で思ったときに、やはり公共のこ

ういう電気料とか、そういうものは上がって

も何を言ってもしようがないというような、
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払わなくてはいけないものなので、そういう

認識があるのかな、皆さんというふうに、文

句を言ってもそれが下がるわけではないとい

うことで、自分なりの対応をされているのだ

と思いますが、対応される方はいいのですけ

れども、そうではない方がやっぱり大切かな

と思います。

ちょっとお伺いしたいのですが、公共料金

の電気料とか、オール電化のところですね、

どのぐらい払っていらっしゃるのか。あとほ

かのガスや灯油設備のそういうところとどの

ぐらい差があるのか、お分かりになります

か。

○議長（髙橋秀樹君） 松野総務課長、答

弁。

○総務課長（松野 孝君） それぞれ公営住

宅に入居されている方の電気料金につきまし

ては、それぞれ個人の方がお支払いしている

ものですので、オール電化住宅に入居されて

いる方、オール電化住宅ではないところに入

居されている方の電気料につきましては、把

握はしてございません。ただ、職員でオール

電化住宅に住んでいる職員に聞きましたら、

１０万円を超えただとか、すごい値上がり状

況にございますので、当然入居されている方

の御負担は相当なものであると認識してござ

います。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 個人負担なので、

最初通告書のところに、私１問ここに入れた

のです。だけれども、それは個人負担だから

無理ですよと言われて下げたのですけれど

も、ただ、それを知らない、大体の概算が分

からないというのは、私はちょっとどうかと

思うのです。なぜかというと、大体あそこに

入居される方は大体場所で選びますね。間取

りとか、そういうもので選びますが、今の時

点では公共料金どのぐらいかかるのか、これ

を分かってないと、恐ろしくて住めないです

よ。その辺をここだったらオール電化だから

このぐらい、ここだったらこのぐらい、あな

た１人だからこのぐらいという概算を本人に

示してあげないと選べないと思うのですよ

ね。それをしないで入ったから、結局出てい

くことになってしまったという方がいらっ

しゃると思うのです。相談というか、入居希

望されたときに、どういった御説明をされて

いますか。

○議長（髙橋秀樹君） 松野総務課長、答

弁。

○総務課長（松野 孝君） ここまで電気料

金が値上げするというのは当然、以前は当然

考慮されていなかった状況でありますので、

当然入居者につきましては、今現在のとこ

ろ、電気料金がこれだけかかるというふうに

は御説明はしておりません。実際、入居され

る方につきましては、それぞれ入居するに当

たって、公営住宅のマナー等をしっかり御説

明をして、例えば動物は飼えませんよだと

か、あるいはそれぞれ実際は除雪だとかは個

人で本来はしていただくのですよというお話

をしているところでございまして、基本的な

ことを御説明しております。

それで、今進藤議員がおっしゃったよう

に、今後当然進藤議員おっしゃるように、入

居されるに当たって、これだけ電気料金かか

りますよというのは当然御説明をした上で、

募集をして入居をしていただくことになろう

かと思いますので、今後につきましては、

オール電化住宅に入居されている方にちょっ

と御質問等をして、十分に把握をした上で、

それを含めて御説明をしたいというふうに考

えてございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） ぜひそこにいらっ

しゃる方に、どうなのと、そこに住んでいて

どうなのということは、今回は電気料高騰と

いうことですけれども、それ以外でも何か問

題があるかもしれない。この間、昨日のどな

たかの、矢野議員の一般質問のときに、一つ

は事業継承のことで、それは個人個人の事業

者だから、それを全部を分かるのは難しい、
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それは当然だと思うのです。ただ、当然だと

思うのですけれども、やはりできれば公共の

施設であれば、どういった問題があるかとい

うことは定期的にやっぱりアンケートは取る

べきだと思うのですよね。自分のほうから言

いにいくというのはなかなかできないもので

す。その辺のことはちょっとしていっていた

だきたいなと思います。ぜひ説明をしていた

だきたいと思います。

あとそれと、これは他町のことなので、う

ちができるかどうかはちょっと別にして、こ

ういうような取組もしているところもありま

す。やはり同じような問題をみんな抱えてい

ますので、希望があれば灯油設備への切替え

が可能かどうかを試算をして検討をしている

という、やったかどうかは分かりませんよ。

だけれども、そういうまちがございました。

どのぐらいで試算しているかというと、１戸

１００万円と試算して、それを全部まちが払

うということではなくて、折半にするのか少

し補助するのか、それは分かりません。そう

いうような試算をしていらっしゃるまちもあ

ります。こういったことは検討はされていま

すか。

○議長（髙橋秀樹君） 松野総務課長、答

弁。

○総務課長（松野 孝君） 現時点では、例

えばオール電化の公営住宅の居室を灯油に切

り替えるということは現在のところ考えてご

ざいません。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。考

えてないということで。

そういった場合に、オール電化からほかの

ところが空きました。いや、あっちに移りた

いといったときには、それは可能ですか。

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） そのようなこと

につきましては、入居を希望される公営住宅

は公募をして、入居がない場合は御相談に応

じられることもあるかと思いますが、現時点

では今現在オール電化の公営住宅に入居され

ている方を、例えば希望があったら即オール

電化でない公住のほうに移動していただくと

いうのは、原則は現在のところはできませ

ん。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。た

またま今回６月に公募がありました。少し遅

れたみたいですね、４月から６月に。それを

見たときに、もしかしたら移りたいという人

が出てくるのかなというふうに私は思ってい

ましたが、そういう相談を受けてないという

ことでよろしいですね。分かりました。

では、公営住宅のことに関しては、それで

終わりにしますが、ぜひ皆さんの意見を取り

入れて、入居者が困らないようにしていって

いただければなというふうに思います。

では、３番目に移ります。

低所得者や生活困窮者の現状と支援策なの

ですが、低所得者は３１.７％ということ

で、このぐらいだろうなというふうに思った

ところなのですが、生活保護受給者が横ばい

ということで、これはよろしいのかどうなの

か、ちょっと分からないのですが、この辺の

横ばいということの分析はどうされています

か。

○議長（髙橋秀樹君） 保多福祉課長、答

弁。

○福祉課長（保多紀江君） 最終的なこの時

点における人数とか世帯数は横ばいですけれ

ども、中身はちょっと少々新しく申請したり

保護が廃止になったりということで、受給者

の方の中には変動がございます。令和元年ぐ

らいですと、障害ですとかをお持ちの方と

か、高齢の方、無職の方がいたのですけれど

も、最近は無職とか高齢の方の申請が多いと

いう、相談を受けている内容は多いというふ

うに思っております。特に高齢の方ですと、

もう病気でさらに年金でやっていたのですけ

れども生活ができなくなったとか、もしくは

年金が低めの方で、今まで頑張っていたのだ

けれども、ちょっと生活が厳しくなってきた
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というような申請、御相談が多いというふう

に担当のほうからは聞いております。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 人数的には横ばい

だけれども、それなりの事情が変わってきて

いるということですね。国保の受給者だけの

人とか、そういう人が増えているということ

ですね。

あと、低所得者の住民税非課税世帯の中

で、高齢者の割合が分かれば教えてくださ

い。

○議長（髙橋秀樹君） 保多福祉課長、答

弁。

○福祉課長（保多紀江君） 答弁のほうで申

し上げましたのは、令和５年度の住民税の非

課税世帯だったのですけれども、こちらのほ

うで今、福祉課のほうで押さえている世帯は

令和４年６月に非課税の給付金をやったとき

の世帯数が、非課税世帯が１,０８１、その

うち６５歳以上のみの世帯が８７０世帯と

なっております。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） やはり６５歳以上

の年金生活者が多いというふうに受け止めま

した。

この低所得者、あと年金だけしかもらって

いない方、あと生活保護を受給されている

方、もしお一人で公営住宅に一人でもし暮ら

すとなると、生活保護を受けている方と、年

金だけでもらっている方は生活が可能なので

しょうか。そこがちょっと知りたくて、逆転

をしているということも聞いたこともござい

ます。生活保護を受給しないで頑張って頑

張ってという人もいるし、その辺がどうなの

だろうなというふうにちょっと思うのです

が、生活保護の金額にしても、地域とかいろ

いろなことが重なり合ってちょっと金額がい

ろいろ違いますので、お一人で独居の高齢者

で公共住宅に住んだ場合、どうなのでしょう

か。

○議長（髙橋秀樹君） 保多福祉課長、答

弁。

○福祉課長（保多紀江君） ちょっと詳細は

今申し上げられないのですけれども、例えば

生活保護を受けられるような方というのは、

まず収入が少ない、そして活用できる財産が

ない、つまり預貯金がないですとか、車を

持っていないとか、もちろん生命保険とかそ

ういうものも全て解約をしていただくという

ようなことで生活保護を受けるということに

なります。そこで、生活の最低基準みたいの

がありまして、それが例えば１３万円ぐらい

だとして、あとは家賃扶助ですとか、あと医

療はかからないとか、というような生活保護

になると、そういうような対応があるのです

けれども、例えば１３万円が生活の扶助の基

準だとしたら、そこから御自分の年金額とか

そういうものを引いた残りが生活保護として

支給をされます。普通の年金ですと６万円台

とか７万円台ぐらいで一月の年金が入るのか

なと思いますけれども、そういう方はその年

金プラス御自分の蓄えで御生活されているの

かなというふうに考えております。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。年

金だけで生活されている方はある程度蓄えが

ある。あとはお身内がいらっしゃる。その年

金だけでは絶対に生活はしていけない。その

基準が１３万円という感じぐらいでよろしい

ですか。分かりました。何となく理解いたし

ました。

それで、支援策の中で、今回補正予算通っ

たらば１世帯３万円という国の施策がありま

すけれども、どう考えてもこれでは足りない

のですね。もちろん足りるとは思っていない

のですが、今後のことを考えたときに、足寄

町独自として、９月以降国がどう動くかは分

かりません。分かりませんけれども、国が動

かなかったときに足寄町はどのような、この

生活困窮者に対してされる予定があるとか、

検討しているとか、そういうこと何かありま

したら教えてください。
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○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 今これから６月の補

正予算をこれから審議をしていただくわけで

すから、今段階で９月以降だとか、今後の部

分についてどういう予定があるのかといった

ところでいくと、予定としては今まだありま

せん。今後の状況を見ながら検討していかな

ければならないというように考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 今補正予算がこれ

からなのでということで、今後のことは検討

していないということですけれども、補正予

算が通って、これを支給するに当たり、どの

ぐらいの時間かかりますか、日数です。

○議長（髙橋秀樹君） 保多福祉課長、答

弁。

○福祉課長（保多紀江君） 今回補正予算に

上げさせていただいている給付金の関係なの

ですけれども、今国のほうにこちらのほうか

ら対象者を調査して出せるような、ちょっと

申請をしておりまして、それが６月末に決定

を頂く予定でおります。今回補正予算を頂き

まして、国の決定を頂きましたら、７月の初

めに確認書類を対象世帯に送らせていただい

て、その書類が戻りましたら７月中旬以降

に、中旬から下旬までの間にはお振込ができ

るような手続を進めていけるように準備をし

ていきたいと思っております。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 大体１か月ぐらい

かかるということ、国なので申請が必要だと

いうことですね。分かりました。でも、それ

なりにスムーズですね、これはね。分かりま

した。

ただ、町長、今おっしゃいましたが、頭の

中で私は考えていただいているものというふ

うに思っております。国が変わった、状況が

変わったからいきなり考えるというのではな

くて、もしこうなった場合はこうしようとい

うのはやはり町長であるから、私は考えてい

らっしゃるのではないかなというふうに思っ

て質問をいたしました。ただ、今は言えない

ということであれば、それはそれであれなの

ですけれども、要はスピーディーに助けなく

てはいけない人たちに、余分なお金ではなく

て、その分だけ、足りない部分だけをスピー

ディーに渡す。今回は国の施策なので、生活

困窮者であるから全員でいいのですけれど

も、その中でも本当に大変な人たちに対して

支援をするというところが、私は一番大切な

のかなと思っています。ただ、それを見つけ

出すというか、その人たち本当に困っている

ということを見つけ出すことは大変なのかな

というふうに思っているのですが、相談体制

ですね。福祉課に自分のほうから出向いて、

おいでになって、生活保護であるとか、その

辺の相談をされに来ているとは思うのです

が、もっとオープンにというか、こういう御

時世なので、福祉課でやっていますよと、こ

ういう相談体制取っていますということを町

民にアピールするということは、私必要なの

かなと思うのです。特に生活保護はやはり高

齢者であれば、なるべく受けたくない、言わ

れたくない、人に知られたくないというのが

やっぱり昔からあると思いますので、そうい

う相談体制をしっかり取った上で、本当に

困っている人に支援をしていく。それが行政

の私は務めだと思うのですけれども、その辺

の相談体制はどうされていますか。

○議長（髙橋秀樹君） 保多福祉課長、答

弁。

○福祉課長（保多紀江君） 役場の福祉課で

御連絡いただいたりとかして、相談に乗らせ

ていただくことはあります。また、地域には

民生委員さんもいらっしゃいまして、年に１

回ぐらいは民生委員さんがここにいますよと

いうか、その名簿を自治会回覧で出したりと

かもしておりますので、そういうところを

きっかけに相談をお受けすることもございま

す。また、そのほかに、社会福祉協議会でも

生活資金を少額お貸しいただいたりとかもし
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ておりますし、このたびは障害者の相談の場

所もできましたので、そういうところと連携

をしながらやっているところです。

そのほか、十勝の総合振興局のほうで「と

かち生活あんしんセンター」というような、

生活にお困りの人の相談を受ける窓口も設定

しておりまして、そちらにつきましては新聞

のほうに勝毎とかに月に３回ぐらい、こうい

う場所で相談を受けてますよというような日

程も載せてまして、足寄町にも月に１回ぐら

い巡回相談ということで足を運んで帯広から

来ていただいて、予約が必要なのですけれど

も、お困りの方がいましたら役場のほうで相

談を受けているようなこともございます。

なかなかそういうことを広くお知らせする

機会はなかなかないのですけれども、今後機

会がありましたらそういうような周知もして

いきたいと考えております。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） いろいろなところ

でいろいろな対応をしていらっしゃるという

ことも分かっているのですけれども、ただ新

聞に載るといっても新聞を取れるような人な

のかどうかというところが、多分新聞料もど

んどん値上がっております、びっくりするぐ

らい。なので、取っていらっしゃらない。そ

ういう情報がやっぱり自分のところに入って

こないという人が生活困窮者であるというこ

とは、やはりまちがその人達に目につくよう

な形で広報するということがもう一歩進ん

で、町民のほうに向かっていただきたいな

と、ちょっと具体的には言えませんけれど

も、そのように思っておりますので。

それと、生活保護については、人数が対象

者は変わっているというふうに言われました

けれども、横ばいというのがちょっと私は気

になりました。今年の１月、２月ぐらいに知

り合いのいろいろな業者さんとかいろいろ聞

いても、やっぱり電気料は相当値上がってい

て、工業系は３倍とも聞いています。うちは

１.５倍だったのですけれども、いやいや２

倍、３倍という人が結構いらっしゃる。企業

もそうなのですけれども、ということは個人

もそうでございます。そんな中で、物価はど

んどん上がっている、６万円や１０万円を収

入で得ている人がどれだけ大変かということ

は言わなくてもこれはもう分かることでござ

います。それなのに生活保護の人数が横ばい

というのは、逆に私は怖いなというふうに思

うのですよね。生活保護をちょっと調べまし

たら、国が４分の３、自治体は４分の１。だ

けれどもその４分の１は交付税か何かで戻っ

てくるので自治体はそれほど負担にはならな

いというふうに聞いております。生活保護の

相談を受けたときに、どのような対応をされ

ているのか。昔です、これは。東京都の自治

体などで、やはり生活保護は自治体のお金は

それほどかからなくても、でもやはり税金な

のでそんな簡単には出せないので切っている

というところがございました。問題になった

ことございますが、足寄町ではどのような、

相談を受けたときにされているかお聞きしま

す。

○議長（髙橋秀樹君） 保多福祉課長、答

弁。

○福祉課長（保多紀江君） 生活保護の御相

談を受けるときには、生活のどのような状況

なのかという困り事をお聞きして、あとは収

入ですとか、あとお仕事の就労の状況ですと

か、家族の関係ですとか、いろいろお聞きす

るのですけれども、それをもって生活保護に

該当するのではないかというような方につき

ましては、十勝総合振興局のほうに生活保護

の担当のほうにそれを申請を出しまして、十

勝総合振興局のほうで調査をして、生活保護

の決定をするということになっております。

福祉事務所があるところはそこが対応する

のですけれども、足寄町は十勝総合振興局の

ほうで生活保護を担当しているという形に

なっております。先ほどおっしゃった国４分

の３、そして自治体の４分の１なのですけれ

ども、その自治体というのは北海道のことを

ここら辺では北海道が４分の１を持つという
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ことになっております。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。自

治体の４分の１は道が持ってくれているとい

うことですね。分かりました。

そして、申請は町の職員が内容を査定する

わけではなく、そこを上げて、情報を提供し

て、向こうで決めるということですね。分か

りました。ではちょっと何とも言えないの

で、分かりました。

あともう一つ、生活困窮者に対して一つ聞

きたかったことなのですけれども、先ほど

ちょっとまだそれ以外の、３万円以外のこと

はまだ検討していないというようなお話だっ

たのですけれども、一つだけ、他町で新聞な

どに出ているのは、水道料金のことが、うち

も足寄町もしていただいたことがあります

が、それを２回目の水道料金の基本料金か何

かを補助してくれるということが、何町か出

ておりますが、それについてはどうでしょう

か。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 水道料金のお話が何

町村か出ておりました。足寄町も今年の１月

から３月までだったか、昨年の１２月から３

月までですかね、やっておりました。そう

いったこともこれからの選択肢の一つという

ようになるのではないのかなというようには

考えております。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。検

討事項の一つということで。

どうしても新聞に出ると、町民は「えっ、

うちのまちはまたやらないの」ということを

言われる方もやっぱりいらっしゃるので、そ

の辺のことも考慮して検討していってくださ

い。

では、次の質問に移ります。

中小企業のことですね。中小企業に関して

は、答弁書に書かれているとおり、これまで

いろいろな対策を取っていただいて、今年も

取っていただいて、非常に感謝しているかと

思います、皆さん。その中、今年もいろいろ

な予算書に入っておりますが、どのように中

小企業の経営状況を町は把握しているのかと

いうことが、私はちょっと疑問に感じたので

質問いたします。どのように収集されていま

すか。

○議長（髙橋秀樹君） 加藤経済課長、答

弁。

○経済課長（加藤勝廣君） どのように収集

しているのかということで、町では金融担当

者会議というのを年に、定例会の前ですけれ

ども、年に４回ほど開催させていただいてお

ります。そのメンバーというのが、商工会、

観光協会、金融機関２社、あと町ということ

になっていまして、その中でいろいろ情報を

頂いていて、どういった業種が非常に困って

いるのかということを確認しながら、ではど

ういった支援がいいのかというのを協議しな

がら進めておりまして、そういった支援が必

要なところにつきましては、支援のするとこ

ろの商工会ですか、と個別にまた協議しなが

ら進めているところでございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 答弁書の中にも金

融担当者会議、現在の各それぞれの業種に関

してということで、どういった内容を検討さ

れているかということはちょっと私も見させ

ていただきました。商工会が会議をしている

という言い方はおかしいのですけれども、青

色申告とか、その辺のことをしながら経営状

況は分かっている小規模事業者に関しては、

私はそれなりの今の現状、そして分析、そし

て今後どうしていったらいいのかということ

が出ておりました。細かく分析されておりま

すので、やはり町は動きやすいかなというふ

うに思いました。

その中で、やっぱり業種によって違うので

すよね。収入は上がってきたのだけれども、

コロナが終わってというか収束して、きたの

だけれども、でも純利益に移行していない、
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増えてこない、やっぱり物に上げられない、

物が上がっても商品に上げられない、そう

いった業種もありますし、そうではないとこ

ろもある、いろいろでございます。その辺の

分析は商工会がやっておりますので、町もよ

く分かっていらっしゃるのでいいのですが、

私が知りたいのは、もうちょっと大きな企業

ですね。建設業であるとか、土木業であると

か、その辺のことは素人が考えても、融資を

もし受けているのであれば、大体経営状況は

町は分かっていらっしゃる、町が印鑑押すわ

けですから、分かっていらっしゃると思うの

ですけれども、そうではないところとか、ど

うなのでしょう。入札をされている業者に関

しても大体分かっていらっしゃるかなという

ふうに自分では思うのですが、その辺どうな

のでしょうか。どのように分かろうとしてい

ますか。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） やはりこのコロナ

禍、そして物価高騰の中でやはり大変になっ

てきているのは中小企業、小規模事業者、そ

ういった形が多いのかなというように思って

います。土木関係ですとか、それから土木関

係の事業やっていらっしゃる方もそんなに足

寄町の中では大きいというわけではありませ

んけれども、大きな会社もありますけれど

も、そういった中では一定程度事業が発注さ

れて、受注もされているだとかというような

ところが見えておりますので、一定の仕事だ

とかが確保され、それから公共工事だとかそ

ういったものでいけば一定の収益も確保され

てきているというように思っています。そう

いったところで、全体として進藤議員さんも

商工会さんの資料などを見られているという

ことですから、商工会さんとしても押さえて

いるところは、こういったところがやっぱり

今一番大変なところですよねといったところ

の資料が出されてきているのかなというよう

に思っています。その会議の中でも、そうい

う建設業ですとか、そういったようなところ

については、どこも大変ですけれども、でも

その中でも町として支援だとか、そういった

ものを今しなければならないというような業

種ではないという押さえ方をされているとい

うことですので、この金融担当者会議の中で

いろいろ話しする中で、商工会さんが一番業

者さんの状況押さえてくれているのですけれ

ども、あと金融機関の担当者、道銀さんです

とか信金さんですとか、それから観光協会で

すとか、そういった方たちの集まりの中で、

ではどこにまずは支援をしていこうかという

ようなことで進めてきていまして、今までも

そういうことで支援対策をその中で練ってき

ているというような状況でありますので、御

理解いただければと思います。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 町長のおっしゃっ

ていることはよく分かります。ただ、収支だ

けではないのかもしれないというのが、今回

思いまして、事業の後継ぎがいるいない、事

業承継のこともきちんといくのかどうかとい

うようなお金だけではなくて、そこの事業者

体がどういう感じでやっているのかなという

ことは、町が押さえる必要があるのかどうか

というところなのですよね。ちょっと不明

だったのですけれども、私の中でも。ただ、

今いろいろな従業員不足、スタッフがいなく

て海外から雇い入れているということもあり

ます。その中でいろいろな国の中で問題が起

きている、雇い入れの問題でも。あと事業承

継もそうですね。もし万が一いつも公共事業

をやってくださる事業者が、もしやめるとか

いうことになったときに、町は困ってしまい

ますよねということですね。例えば除雪をし

たり何だかんだいろいろやってくださってい

るのがそういう事業者さんたちなので、ある

程度分かっていらっしゃるのかな。こういう

小さいまちなので、社長さんの顔も、町長も

ここで生まれ育った方なので、皆さんのこと

がよく分かっていらっしゃるから、そういう

人たちと直接コンタクトを取って、どうな

の、今事業どうなのとか、土建屋さんはどう
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なの、建築業はどうなの、いろいろなこと

を、そういう工業系どうなのということをす

る必要がないのかな、どうなのでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） それぞれの業者さん

によって状況は違ってくるというように思っ

ています。現状、建設業関係ですと、今だん

だん二代目というのか三代目というか、若い

方たちの多分後継者になっていくような人た

ちもだんだん戻ってきているというか、帰っ

てこられている。そういった中で事業をされ

ていますので、そういったことで考えていき

ますと、これからもやっぱり事業を継続して

いかなければならない、そういった会社さん

たちが多いのかなというように思っていま

す。

当然のことながら、これから今言われまし

たように、除雪であったりだとか、それから

例えば災害が起きたりだとか、そういったと

きに、いざとなったときにやっぱり近いとこ

ろにそういう建設業者さんだとかがいること

が、より早い復旧だとか復興だとか、そう

いったことにつながっていくというようなこ

ともありますので、当然のことながらやはり

今活動されている会社さん、いろいろな建設

会社さんたちもこれからも引き続き継続して

やっていけるような、そういう形になってい

かなければならないのかなというようには

思っています。

ただ、ではいつまでも続けられるかどうか

というのはそれぞれの会社さんの考え方とい

うのもありますから、私どもが続けてほしい

なと思ってもそうはならないということも当

然のことながらあるのかなというように思っ

ています。ただ、今現状の中で、ではすぐに

それぞれの会社さんたちが、建設会社さんだ

とかいろいろな会社ありますけれども、そう

いったところで、ではどうしようかと考えて

いる、そういったところがあるかというと、

それはなかなかつかみ切れていないというよ

うなところでありますので、では全てを町で

把握しているのかという話になりますと、そ

れは把握はしていませんし、多分それは把握

もできないのだというように思っています。

そういったことで考えていくと、商工会さん

だとか、そういう比較的事業者さんたちと近

いところの方たちがやはりある程度の状況と

いうのをつかんでいらっしゃるのかなという

ところであって、そういう商工会さんだと

か、先ほど言った金融担当者会議だとか、そ

ういったところでいろいろな話、情報交換し

ながら進めていくというのが一番これからも

事業の支援ですとか、そういったことをやっ

ていくためには、一番、効率でないという言

い方も変ですけれども、そういったところで

やっていくのが一番いいのかなというように

考えているところであります。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 確かに商工会を使

うのはもちろん効率がいいし、それが仕事で

すからもちろん商工会の情報は大切だと思っ

ております。ただ、商工会に聞いてみると、

いやいや僕たちだって分かっているわけでは

ないよというところもやっぱりあるわけです

よね。そのときに、やはり行政と、建築業界

や土木、工業系のところとか、今はコロナも

明けてきましたので、交流会もできるわけで

すね。そういう建設業界とかのちょっとそこ

に町長や副町長行って交流したりとか、どん

な感じでみんなやっているのだろうというと

ころを、私はできれば押さえてほしいという

ふうに、ただそれだけなのです。別に経営状

況を決算確認しろとかそういうことではなく

て、やっぱり商工会だけではやっぱり逃すと

ころが私はあると思うのです。中小の小さな

お店の会員は分かるかもしれないけれども、

それ以上になってくるとなかなかそこら辺が

難しいということも言ってましたので、ぜひ

ぜひいろいろな意味で、経営状況だけではな

くて、顔つながり、交流をしていっていった

らいいのかなというふうに私は一町民として

思いました。その辺いかがでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。
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○町長（渡辺俊一君） 商工業者さんも全部

で２５０社ほどありますので、その方たち全

てと顔を合わせてお話をして、行って、交流

が持てるかというと、なかなかそこは難しい

のかなというように思っています。そういっ

た部分でいきますと、当然のことながら、全

ての業者さんと一緒にというようなことは難

しいですけれども、なるべく多くの方たちと

お話ができるような、そういう機会があった

ほうがいいのかなというようには思っていま

す。ただ、先ほどから言っていますけれど

も、やっぱり全体的に、では今のまちの中の

商工業者さんたちの状況をどう把握するのだ

といった部分でいきますと、やはり商工会さ

んの力をお借りするというようなことがやっ

ぱり大きくなるのかなと。それは先ほどから

もお話ししているところでありますけれど

も、そういうことになるのかなというように

思っています。ただ、商工会さんとだけ話を

してほかの方たちと話はしませんとかという

ことではありませんので、そこは誤解のない

ようにという部分と、それから先ほども言い

ましたように、町が２５０社の方たちを全部

を把握する、全部の方たちと常に顔を合わせ

ていろいろなお話ができるかというと、決し

てそうではないので、そういった部分では御

理解いただければなというように思っていま

す。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） そうですね。２５

０社難しいと思います。たまにそういう建設

業界が集まりがあったというときに、ちょっ

と顔出しをして、どんな感じということを

やっていければいいのではないかなというふ

うには私は思っただけで、されているかもし

れませんし、これからコロナが明けていろい

ろな会も立ち上がってきますので、今まで

会っていた会も商工会の中でもいろいろござ

いますので、どうぞ足を延ばしていただい

て、まちの中に入ってきていただきたいなと

いうふうに思って言いました。

あとそれと、具体的な対策です、企業に関

しての。これは国からも何か６月出てますよ

ね。エネルギー消費量等低減する設備への導

入補助、要は省エネのそういう機械を設備と

か、導入するに当たっての補助というのが多

分経産省かどこかから６月に出てますね。そ

の辺のことはどうでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 今回もコロナ対策の

関係の中で物価高騰ですとか、燃料高騰です

とか、そういった部分の関係で今回６,７０

０万円ほどの国からの補助金が出ておりま

す。そういったものも活用しながら、今回の

対策も取っていくという形になりますが、今

後の部分でいきますと、多分コロナが５類に

なったということなども含めて、国からの支

援というのは多分今回が終わりなのかなとい

うように思っています。ですので、今後の部

分については、町の単費といいますか、町の

独自の財源を使いながらやらなければならな

いのかなというように考えているところであ

ります。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

多分私の今言っているのは、家庭用産業用

蓄電池の補助金ということに、ごめんなさ

い、私の言い方がまずかったですね。ちょっ

とそのことだけお伺いします。

先ほどエネルギー対策のことはほかの議員

のほうからもありまして、いろいろあったの

ですけれども、太陽光発電の、今回私はよく

知ったのですが、ＦＩＴですね、町長も言っ

ていらっしゃった、１０年間売電料金が少し

上がっている、最初は少し高めに上がってい

る。それは１０年間で初期投資を返却するた

めに少し上がっている。そして１１年目から

下がるということで、個人の場合にはそれを

売電するよりも、町長も言われていたよう

に、自分の家で使う、それがいいのではない

かというような話が出ていまして、そのため

にはやっぱり蓄電池が要ると。蓄電池は災害
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のときにはもちろん使えますし、一時期な

かったこともありますが、今かなり値が下

がっております。その辺の補助金のことを国

がやるということをちょっと私目に留まりま

して、ちょっとお伺いしたいのですけれど

も、家庭用はそうですし、あとは企業です

ね。企業の場合は、蓄電池を使うことによっ

て、マックスの一番電気量が上がるところを

少し下げることに設定をすることによって、

基本料金が下がるという、すごいメリットが

あるということを聞いたので、その辺の推し

進め方はいかがでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 今お話あったよう

に、ピークをちょっと下げると、ピークが基

準よりも上がってしまうと電気料がぐっと上

がったりだとかする。この電気料がまた１年

間続くだとかというようなことにたしかなる

のだと思うのですけれども、これが先ほど教

育委員会で中学校の話をされたときの話なの

ですけれども、要するにこのピークを抑える

ように、警報器みたいなのがあって、これよ

りも電気使うとピーク上がってしまいますよ

という、そういう警報器があります。それは

役場にもついてまして、それをなるべく超え

ないようにしながらやっていくことによっ

て、電気料を何とか抑えていくという、そう

いう形になるのですけれども、そういったと

きに蓄電池だとか、そういったもので、例え

ば太陽光だとかで蓄電しておいたやつをそう

いったときに例えば使うだとかというような

ことができれば、そこのピークを抑えるだと

かということができるのかなというように

思っております。ただ、現状ではまだまだ蓄

電池の性能というか、だんだん家庭用だとか

もいっぱい出てきてますけれども、まだまだ

蓄電池の性能だとかといったところがいま一

つなのかなと。かえって、ハイブリッドの車

だとか、そういったもののバッテリーのほう

が安上がりでというような話も聞いたりする

のですけれども、ただこれからは多分そうい

う蓄電池を活用してということにだんだん

なっていくのかなと。ほかのまちでやってい

る支援の中では、太陽光パネルとそれから蓄

電池とセットで支援をするだとか、そんなよ

うなこともやっているまちもございます。

そういうことを、話はちょっと違うかもし

れませんけれども、これからもゼロカーボン

だとかの取組の中で、そういったことなども

一つのまた選択肢と言ったら怒られるかもし

れませんけれども、選択肢ばかりでさっぱり

やらないのではないかと怒られるかもしれま

せんが、そういったのも一つの方法として、

これからは考えられていくのではないかなと

いうように思っていまして、以前は足寄町で

も太陽光パネルの補助も出していたのですけ

れども、今はＦＩＴだとかが使えるように

なって、それで太陽光パネルのほうの支援と

いうか補助金は一回やめているのですけれど

も、今後の部分のゼロカーボンだとか、そう

いった取組の中ではそういうことも一つの選

択肢ではないかなというように考えていると

ころであります。

現状の中ではまだ、私が聞いている範囲の

中では、まだ蓄電池の性能がとかというよう

なことを聞いているので、もうちょっとする

ともっといいものができてくるのではないか

なというように考えているところでありま

す。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） よく分かりまし

た。もうちょっと時間がかかるということで

すね。そのときに補助金も出してくれるとい

うことですね。よく分かりました。ありがと

うございます。

あともう一つです。

通告書の中にありました、ゼロゼロ融資で

すね。その借換え、これは足寄町では何件あ

るのか、融資の借換え、分かったら教えてく

ださい。

○議長（髙橋秀樹君） 加藤経済課長、答

弁。

○経済課長（加藤勝廣君） ゼロゼロ融資、
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今後終わって返済が始まるということでござ

いますけれども、今現在押さえている部分で

いきますと２件が借換えの手続を進めている

というところで、借換えの相談としては１３

件ぐらいあるのかなというふうに聞いており

ます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） ちょっと私の聞い

たところとちょっと件数は違うのですが、い

つの時点でかは分からないので、私が聞いた

のでは４件というふうに聞いています。

何が違うのだというと、結局借り換えまし

た、返還ができないから借換えをするわけ

で、もし借換えを２,０００万円を借りた

と、それで３年猶予で７年間で、１０年間で

返すということで保証料はどのぐらいになる

のですかと、ちょっと金融機関に聞いてみま

した。３０万円だそうです。この３０万円は

借換えをする人にとって重いと思いますか、

軽いと思いますか。

○議長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。

○経済課長（加藤勝廣君） やっぱりお金を

借りてその利息を払うというのは、その分多

く払うということなので、やっぱり重たいも

のだというふうには考えております。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） お金を借りるので

利息を払うのは当然なのです、それは分かっ

ていると思うのですが、保証料がどうしても

返還する期間が長いと保証料が多くなってき

て、その保証料は分割で払えるわけではな

く、一括で払わなくてはいけない。借換えし

た人は月に１０万円、２０万円が支払えない

からそれを借り換えているわけであって、そ

れが払える事業者はもう最初から返還してい

るわけですよね、猶予なしに。この保証料ど

うにかなりませんかね。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） このゼロゼロ融資の

保証料についても金融担当者会議の中でも話

題となっておりまして、何とか、やっぱり一

遍にお金を、保証料を払わなければならない

というところで、非常に重たいというような

お話がございました。それとあと併せて、期

間だとかいろいろなことによって金額も変

わってくるというようなこともあって、今後

どうしていこうかというようなことで、話は

されているところでありまして、今検討中と

いうところでございます。

町の中小企業の特別融資ですかね、特別融

資だとかでは保証料を町で補助しているとい

うこともありますので、どこかそういう形で

何かできないかというような話もちょっと

あったのですが、金額がやはり大きいという

こともあって、今後どうしようか、どうして

いくかといったところの今検討中でございま

す。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 検討されていると

いうことで、少し安心しました。前向きには

考えていただいているということで。金額は

大きい、町にしてこの３０万円が大きいのか

どうか。あと件数がちょっと少ないので、こ

れが１０件、２０件ということであれば、

うーんと思いますが、私が把握した限りでは

４件と。何とかならないのかしらというふう

に思って今回持ってきましたが、ぜひぜひ前

向きに検討していただけますよね。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） これまでにこのゼロ

ゼロ融資というのは非常に利息もかからない

し、それから保証料もかからないというよう

なこともあって、非常に借りやすくて、また

今コロナ禍の中では非常に使いやすいという

か、これを使わなかったらなかなか次の事業

を継続が難しいだとかという方たちも多くい

たりとかして、そういったことで、そういう

貸付けを受けていられた方が多くいらっしゃ

るということでありました。それで、この前

の、先ほどの言っていた金融担当者会議の中

でも先ほどお話ししたように、話題になって

いて、これをどうするのかという話をしてい

たところであります。ただ、やはり１件当た
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りの金額も結構大きくなったりとか、それか

らその事業者さんによっても金額が変わった

りだとか、単純に幾らだから幾らというよう

なことではなくて、事業者さんによってもい

ろいろと保証料は変わるというようなお話も

聞いておりましたので、そういったところを

一律になかなか補助ができるかどうかという

ところで、まだ先ほども言いましたけれど

も、検討しているところでありまして、いず

れにしても借換えだとか、もっと言えば、そ

の後に今度借り換えた後に今度償還をしてい

かなければならないというところになってき

まして、償還をするというためには今まで以

上に償還する財源を稼がなければなりません

から、そういうことも含めてあるので、非常

に借りたときはいいのですけれども、その後

償還も含めてやっていくとなるとかなり厳し

い状況になってくるのかなというように考え

ております。そういうことも含めて、検討し

ているというところでありますので、御理解

いただければと思います。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） 前向きに検討して

いただけると聞いて大変うれしく思います。

では、最後の質問に行きます。

以上の対策を、いろいろな対策を講ずるに

当たって、町財政の見通しということで、答

弁書には基金残高が今回補正後１４億７,０

００万円となっております。私が調べた限り

では、令和３年末では１８億４,４００万円

というふうになっておりました。その時々に

よって基金の取崩し等、積立て等いろいろあ

るので多少前後するかと思いますが、町の財

政自体は今後どうなるか分かりませんけれど

も、今のところ物価高騰、いろいろなことを

踏まえた上でも足寄町の財政は安心だと思っ

てよろしいでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 答弁の中でもお話し

しておりますけれども、財政調整基金、その

年その年の財政を調整していく、足りなかっ

たらそこで出し、それから、余るということ

はあまりないですけれども、あとは積み立て

ていくだとかというようなことで、こちら財

政調整基金というのがあるのですけれども、

一般的に使えるのはこの財政調整基金という

ことになります。あといろいろな基金があっ

て、トータルすると５０億円ぐらいのお金が

あるのですけれども、それぞれに目的があっ

て積まれている基金ということですので、で

はお金がなくなったからこっちの基金から

と、なかなかそんな簡単な話ではないのかな

というように思っています。もちろん最終的

にお金がなくなったときに、ではどうしよう

かってなったら、議会の皆さんに御理解いた

だいて、ほかの今までのこういう目的でとい

うことで積んでいる目的基金を、使ってない

部分を取り崩したりだとかしながらやってい

くという形にはなっていくのだろうというよ

うに思っています。

そういうことで、今１４億円、最終的に今

回の補正のあと１４億７,０００万円ぐらい

の財政調整基金ありますよということでござ

います。実は、ちょっと心配しているのは、

令和４年度の末でいきますと、令和４年度で

すからちょっと前の話なのですけれども、そ

のときに２１億円財政調整基金の残高がござ

いました。２１億円。今回、今回というか、

当初予算の段階で、当初予算ですから今回は

骨格予算です。ですから、政策予算だとかそ

ういうもの全くなしで実は３億９,８００万

円、約４億円ぐらいを取り崩しています。さ

らに、今回のこの後審議していただく補正予

算、これで２億３,０００万円ぐらいを取り

崩すという計算になって、先ほどの残高が１

４億７,０００万円ぐらい、約という話であ

ります。

そうやって考えていきますと、この後補正

が全くなければ、きっともってありますよ

ね。この後、きっと９月ですとか、１２月で

すとか、また補正があるのだろうと思うので

すけれども、全くそういう補正がなくても１

４億円しかなくなってきますよという形なの
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です。そして、当初予算で何も政策予算を組

まないでいても４億円近くを取り崩さなけれ

ばならない。政策予算というか、いろいろな

ことをやらなければならないなと思ってやる

と、もっともっと多くのお金を取り崩さなけ

ればならないというのが足寄町の今の財政状

況であるというように思っていただければと

いうように思っています。

この後、特別養護老人ホームの建設ですと

か、そういったものも控えています。もちろ

ん特別養護老人ホームだとかとなると、公共

施設建設等基金ですとか、そういうほかの目

的を持った基金だとか、そういったのも使え

るわけですけれども、一般的に使っている財

政調整基金でいくと、そんなような状況です

よというのが実態なわけでありまして、そう

やって考えていくと、決して十分にお金が

あって、どんどんお金を使っていけますよと

いう状況ではないのかなと考えているところ

でありまして、お話もありましたけれども、

やはりこれからも財政の健全化を図りなが

ら、そういった中で、しかしながら町民の人

たちが大変だよといっているときにお金持っ

ているのに何でという話にはなるのだと思う

のです。なので、やはり使わなければならな

いとき、財政調整基金も取り崩してやらなけ

ればならないときには、これはやらなければ

なりませんし、そういった形で今後もやって

いくわけですけれども、いずれにしても議員

の皆さん方に議会の中で理解をしていただき

ながら、今こういう状況になっていますよと

いう財政状況も踏まえて、皆さん方にいろい

ろな事業を取り組むときにまた補正予算だと

か、そういったものを取り組ませていただく

というようなことになるのかなと考えている

ところでございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子君。

○１０番（進藤晴子君） とてもよく分かり

ました。町長から説明を受けると、しょっ

ちゅう聞いていたいなという、財政状況が大

変よく分かって、そのとおりだと思います。

ただ、今この現状というのは、私たち生き

てきた中で初めてじゃないかなと。よく平和

ぼけ、平和ぼけと私たち言われていましたけ

れども、戦後生まれの私たちは平和ぼけって

一体何というところから始まって、こういう

ことかと。普通地続きの小さい国であれば、

こういうことがしょっちゅう起こっていた。

戦争が隣の国で起これば、エネルギーも入っ

てこなくなるし、物価は高くなるし、そうい

う政治も不安定になってくるし、そういう中

で生きてきた人たちに比べて日本人はやっぱ

り平和ぼけだったのだなと、最近になって自

分はよく思います。

そんな中で、なかなか来ないと思うので

す、こういうような御時世は。コロナがあっ

て３年たって、まだ終わっていない。事業主

たちもやっと立ち上がったけれども、なかな

か軌道に乗っていかない。低所得者は大変な

思いをしている。では私たち行政は何をすれ

ばいいのというところでして、やっぱり必要

な人に必要な支援をしていく、これに尽きる

のですよね、やっぱり。必要な人に必要な分

だけ支援していく、それは企業であっても、

中小企業であっても、小さなお店であって

も、普通の一般の町民であっても、そうだと

思いますので、その人たちを助けていくとい

うのがやっぱり行政の仕事であり、私たち議

員のやっぱり役割だと思うのです。私たち議

員も今回髙橋議長、二川副議長を先頭に新し

くなり、何とかこのコロナで町民と離れて

いった部分を取り戻して、何とか町民寄り

に、町民のほうを向いていこうということ

で、共有認識というかできたところでありま

す。その辺を踏まえて、一生懸命やってい

らっしゃると思うのですけれども、もう

ちょっと町民の中に入っていって、私はいた

だきたいなというのが常日頃思っていたこと

です。人数が少ないのはよく分かります。コ

ロナで大変だったのもよく分かります。ただ

これからＤＸとかその辺のことも取り入れな

がら、業務を整理し、もっと町民寄りの行政

であってほしいなと、私のこれは希望であり
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ます。その辺のことを町長に今回よい機会な

ので、お話ちょっと最後に伺って、一般質問

を終わりにしたいと思います。お願いいたし

ます。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 先ほども申し上げま

したけれども、基金として積んでいますよ、

これだけのお金ありますよと、そういったと

きいつ使うのだと、今だろうという話なのだ

ろうと思います。そういった意味では、確か

に先ほども非常に財政状況的には決して楽な

ものではありませんよということでお話しさ

せていただきましたし、とはいえ、今大変な

ときにここでお金を出さなければならないと

いう状況なのは状況ですよということはお話

をさせていただいて、とはいえ、財政状況を

きちんと見ながら、必要なところに必要なお

金を出していくというのはやっぱり私の、そ

ういった意味では役目なのかもしれないなと

いうように思っているところであります。

町民の中に出ていって、もっと出てきてほ

しいということでのお話だったかなというよ

うに思いますけれども、今までコロナでなか

なかいろいろなそういう場もなかったという

のも一つはあるのかなというように思います

けれども、先ほどから今までの答弁の中でも

お話しさせていただきましたけれども、最近

になって５月以降、非常にいろいろなイベン

ト、自治会の行事、そういったものがござい

まして、いろいろと出させていただいている

という状況で、だんだん土日がなくなってき

たなというような状況にはなってきておりま

す。私も多少土日は欲しいなとは思っていま

すけれども、そういうことで、いろいろな形

で町民の皆さんとお話ししたり、いろいろな

ところでお酒を飲んだりだとか、そういった

機会をこれからも増やしていけるのかなとい

うように思っているところでございます。

以上でございます。

○１０番（進藤晴子君） 終わります。

○議長（髙橋秀樹君） これにて、１０番進

藤晴子君の一般質問を終えます。

◎ 散会宣告

○議長（髙橋秀樹君） 以上で、本日の日程

は全部終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。

次回の会議は、６月２１日、午前１０時よ

り開会いたします。

大変御苦労さまでした。

午後 ２時２７分 散会
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